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序章 公共施設等総合管理計画策定の背景 

 

我が国においては，高度経済成長期から急激な人口増加と社会変化により，公共施

設等の整備が進められてきたが，その当時に整備された公共施設については，すでに

更新時期を迎えたものや耐用年数を超過したものが多く，今後も増加していくことが

見込まれる。 

一方，少子高齢化の進行に伴う社会保障費の増加，生産年齢人口の減少に伴う税収

の減少等により，将来における財政状況については厳しくなることが予測される。 

地方公共団体においても，少子高齢化・核家族化などの一般的な社会情勢が急速に

変化していく中で，高度化・多様化する住民ニーズに対応した行政サービスを提供す

ることが求められており，そのための財政基盤の充実が喫緊の課題となっている。 

本市においても，国と同様に学校，集会施設，市営住宅などをはじめとする建築物

や，道路，橋りょう等のインフラ施設など様々な公共施設等を整備してきたが，その多

くは１９７０年代から１９９０年代までにかけて整備されたものであり，将来におけ

る建替えや改修等の更新費用が増加することが予測される。さらに，厳しい財政状況

が続く中で，今後は少子高齢化を背景とした人口減少等により，公共施設等の利用需

要が変化することも見込まれる。 

こうした現状を踏まえ，公共施設等の全体の状況を把握し，長期的な視点をもって

更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより，財政負担を軽減・平準化する

とともに，公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっている。 

国においては，平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計画」が，平成２６年４

月には「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」がそれぞれ策定され，地方

公共団体に対しても，速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため

の計画（公共施設等総合管理計画）の策定要請を行ったところである。 

こうした状況から，本市における公共施設等の全体を把握するとともに，公共施設

等を取り巻く現状や将来にわたる課題等を客観的に整理し，長期的な視点をもって公

共施設等の総合的かつ計画的な管理を目指すことを目的として，平成２９年３月に阿

久根市公共施設等総合管理計画を策定した。 

本計画は令和３年度で計画期間の第 1 期の中間年を迎え，また，「公共施設等総合管

理計画の策定にあたっての指針の改訂」（平成３０年２月・総務省通知）により，計画

の継続的な見直し・充実等が求められていることから，今回，本計画の見直しを行うこ

ととした。 
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第１章 阿久根市の現況 
 
１ 阿久根市の概要 

 ⑴ 位置，地勢 

   阿久根市は，鹿児島県北西部に位置

し，高松川河口の阿久根港を中心に，古

くから海・陸交通の要衝として海運業・

商業などの栄えたまちである。 

   北部は激流が渦巻く日本三大急潮の

ひとつ黒之瀬戸を隔て長島町と接し，東

部は出水市，南部は薩摩川内市と接して

いる。 

   東シナ海に面した約４０ｋｍにも及

ぶ美しい海岸線や，沖合およそ２ｋｍに

浮かぶ阿久根大島は，海水浴や釣りのメ

ッカとして知られており，毎年多くの観

光客が訪れる。 

   沿岸を洗う黒潮は，至る所に亜熱帯の植物を育み，温暖な気候を利用した農業

や水産業が盛んである。 

 

 ⑵ 沿革 

   阿久根は，平安時代末期に英祢（あくね）院と称され，その院司に任命されてい

た英祢氏によって統治されてきた。のちに英祢は莫祢とも書かれ，１５世紀中期

に現在の「阿久根」に変わったとされている。 

   島津氏の統治後，明治４年の廃藩置県で鹿児島県に属し，明治２２年の市町村

制実施によって阿久根村として現在の基礎が確立した。 

   その後，大正１４年に町となり，昭和２７年４月に県下６番目の市として発足

した。さらに，昭和３０年には隣接の三笠町と合併して現在の形態となった。 
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 ⑶ 土地利用 

   本市の面積は１３４.２８ｋ㎡で,地目別面積でみると，山林が最も多く約４割

を占め，次いで非課税地（※）が約３割，畑が約１割となっている。 

表 地目別面積 構成比 

区 分 面積(ha) 構成比(%) 

田 699 5.21

畑 1,782 13.27

宅地 601 4.48

山林 5,105 38.02

原野 824 6.14

雑種地 211 1.57

その他 7 0.05

非課税地 4,199 31.27

計 13,428 100.0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地目別面積，構成比 

資料：統計あくね令和元年度版（H31.1.1 現在） 

 

 ⑷ 公共交通状況 

   公共交通機関としては，肥薩おれんじ鉄道，路線バス，乗合タクシー及び高齢者

等福祉タクシーがある。 

   肥薩おれんじ鉄道は，八代～川内駅間を運行しており，市内には北から折口駅，

阿久根駅，牛ノ浜駅，薩摩大川駅がある。 

   路線バスは，幹線道路に佐潟口～水俣間，阿久根新港～隈之城間，阿久根市役所

～空港間及び佐潟口～平尾間の４系統が運行されている。 

   また，交通不便地域における交通手段を確保するため，現在，市内１０地区（大

川地区，西目・遠見ヶ丘・倉津地区，多田・桑原域地区，山下地区，脇本北部地区，

脇本西部地区，脇本東部地区（瀬之浦），脇本東部地区（桐野），田代地区，鶴川内

地区）で乗合タクシー事業を，市内全域で高齢者等福祉タクシー事業を行ってい

る。 

 

 

 
※  非課税地とは，地方税法（昭和２５年７月３１日法律２２６号）第３４８条に規定される非課税制度の

対象となる土地のことで，その所有者が国，県，市町村といった所有者の性格による人的非課税と，墓

地や公衆用道路などその土地の性質による物的非課税がある。 
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２ 阿久根市の人口 

 ⑴ 人口と世帯数の推移 

   阿久根市の人口は，昭和２５年以降減少傾向となっており，昭和４５年から昭

和４９年までの第２次ベビーブームでも人口の増加はみられず，令和２年国勢調

査は１９,２７０人である。 

   世帯数（総世帯数）は昭和２５年以降増加し続け，昭和６０年に１万世帯を超え

たものの，平成１７年から減少に転じ，令和２年国勢調査では８,６１７世帯とな

っている。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 総人口・世帯数の推移 

資料：国勢調査 

 

 

  

4
1
,
3
4
4
 

4
1
,
1
8
0
 

3
8
,
9
0
8
 

3
6
,
0
2
6
 

3
2
,
3
9
0
 

3
0
,
2
9
5
 

2
9
,
5
2
7
 

2
9
,
1
8
5
 

2
7
,
8
6
9
 

2
7
,
5
0
6
 

2
6
,
2
7
0
 

2
5
,
0
7
2
 

2
3
,
1
5
4
 

2
1
,
1
9
8
 

1
9
,
2
7
0
 

8,182 
8,526 

9,200 

9,267 

9,310 

9,464 

9,742 

10,031 

10,122 

10,261 

10,285 

10,177 

9,830 

9,196 
8,617 

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

S25 S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

（世帯）（人） 総人口 世帯数
第2次ベビーブーム

9,000 

7,500 

6,000 

4,500 

3,000 

1,500 

0



5 
 

 ⑵ 年齢別人口の推移 

   年齢３区分別人口構成の推移では，昭和６０年以降，老年人口の割合は増加が

続いており，昭和６０年時点で既に高齢社会（６５歳以上人口の割合が１４％超），

平成２年では超高齢社会（６５歳以上人口の割合が２１％超）に突入している。 

   令和２年の鹿児島県と比較すると，老年人口の割合が鹿児島県より９.３ポイン

ト高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢３区分人口構成の推移 

資料：国勢調査 
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 ⑶ 地区別の人口 

   平成２２年から平成２７年における国勢調査小地域別（町丁字等別集計区）人

口をみると，市内の大部分の地域で人口が減少している。 

   二級河川高松川河口南部の一部地域では人口増加が見られ，高齢化率も比較的

低くなっている。 

   一方，大川地区や鶴川内地区では，人口減少や高齢化が著しく進んでいる。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 国勢調査小地域別人口増減率     図 国勢調査小地域別高齢化率 

資料：阿久根市都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区ごとの人口の高齢化率(H31.4.1） 

資料：阿久根市まちづくりビジョン 
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 ⑷ 流出入人口 

   本市の流出・流入人口はともに増加傾向を示していたが，流出人口は平成２２

年に減少に転じた。平成２７年国勢調査における流出人口は２,６９１人，流入人

口は２,８０１人となっており，流入人口が流出人口より１１０人多い。 

   平成２７年の流出入人口において，出水市への流出数が１,５４６人と最も多く，

次いで薩摩川内市の６３３人となっている。流入数も出水市が１,７７３人と最も

多く，次いで長島町の４７１人となっている。 

 

表 流出入人口の推移 
 流出数(人) 流入数(人) 

平成 2 年 2,498 1,459

平成 7 年 2,745 1,756

平成 12 年 2,932 2,070

平成 17 年 3,007 2,439

平成 22 年 2,884 2,582

平成 27 年 2,691 2,801

 
表 平成２７年流出入人口 

H27 
流出 

H27 
流入 

市町村 流出数(人) 市町村 流入数(人)

1 位 出水市 1,546 1 位 出水市 1,773

2 位 薩摩川内市 633 2 位 長島町 471

3 位 長島町 186 3 位 薩摩川内市 335

4 位 鹿児島市 105 4 位 鹿児島市 68

5 位 いちき串木野市 49 5 位 水俣市 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 流出人口図（H27）         図 流入人口図（H27） 

出典：国勢調査 
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 ⑸ 産業別就業者数 

   阿久根市では，豊かな自然の中，農業や漁業の第１次産業が基幹産業として発

展してきたが，就業者の割合では，平成２年には２４.０％であった第１次産業が，

平成２７年には１４.４％と就業者数が減少しており，担い手の育成が課題となっ

ている。 

   また，第２次産業の割合は，平成７年まではほぼ横ばいの状況だった平成１２

年から減少しており，人口減少や景気の動向による企業等活動の影響が考えられ

る。 

   一方，第３次産業は，平成１７年に就業者の割合が５０％を超え，更に増加傾向

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 産業別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 国・県・阿久根市 産業別就業者人口の割合(H27) 

出典：阿久根市まちづくりビジョン， 

国勢調査，統計あくね 
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 ⑹ 将来人口 

   国立社会保障・人口問題研究所による阿久根市の将来人口は今後減少し続け，

令和４２年には６,６２３人になると予測している。阿久根市では，阿久根市まち

づくりビジョンにおいて，社会及び自然増減の積み上げにより人口を１０,８０１

人まで押し上げるものと推計し，令和４２年の目標人口を１０,８００人と設定し

ている。 

阿久根市まちづくりビジョン 

「笑顔あふれる阿久根市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来人口の推計値比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢区分別目標人口の割合 

出典：阿久根市まちづくりビジョン

目標人口 

１０,８００人 
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３ 阿久根市の財政 

 ⑴ 令和２年度決算状況 

   令和２年度の阿久根市の一般会計及び特別会計の決算総額は，歳入決算額２２

５億７,９６５万円，歳出決算額２１７億８,５８４万円で，差引き７億９,３８１

万円の黒字の決算となっている。 

 

表 令和２年度 決算（一般会計，特別会計） 

（単位：万円） 

会計区分 歳入 歳出 差引残額 

一般会計 1,581,277 1,506,259 75,018 

特別会計 676,688 672,324 4,364 

 
 国民健康保険 316,291 315,792 499 

 
 交通災害共済 724 681 43 

 
 介護保険 323,272 319,684 3,588 

 
 後期高齢者医療 36,401 36,167 234 

合計 2,257,965 2,178,584 79,381 

※端数処理の関係上，合計額等が一致しない場合があります。 

出典：広報あくね（令和３年１１月号） 

 

   令和２年度の阿久根市の企業会計（水道事業）は，収益的収支の収入６億５,５

９４万円，支出５億８７万円，資本的収支の支出２億７,１４０万円となっている。 

 

表 令和２年度 決算（企業会計） 

（単位：万円） 

水道事業 収  入 支  出 

収益的収支 65,594 50,087 

資本的収支 0 27,140 

出典：広報あくね（令和３年１１月号） 
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 ⑵ 歳入（一般会計）の内訳 

   歳入のうち，市独自の財源（自主財源）は，約３８億円（歳入比２４.４％）で

あり，その他の財源の多くを国や県に依存している状態（依存財源歳入比７５.

６％）にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 令和２年度 歳入の内訳 

 

表 歳入の内訳         単位：千円，％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省決算カード  

決算額 構成比 決算額 構成比

市税 2,011,130 2,031,374 △ 20,244

分担金及び負担金 53,247 70,477 △ 17,230

使用料及び手数料 130,109 134,399 △ 4,290

財産収入 34,720 41,156 △ 6,436

寄附金 214,906 212,681 2,225

繰入金 693,991 609,358 84,633

繰越金 500,239 575,509 △ 75,270

諸収入 214,369 232,317 △ 17,948

国庫支出金 4,272,664 1,525,397 2,747,267

県支出金 1,108,120 1,078,064 30,056

市債 1,687,626 1,680,098 7,528

地方交付税 4,247,590 4,124,292 123,298

地方譲与税 150,509 123,589 26,920

利子割交付金 1,140 1,165 △ 25

配当割交付金 3,325 3,564 △ 239

株式等譲渡所得割交付金 3,352 2,050 1,302

地方消費税交付金 453,610 371,519 82,091

自動車税環境性能割交付金 5,044 13,603 △ 8,559

法人事業税交付金 8,328 0 8,328

地方特例交付金 12,279 21,867 △ 9,588

交通安全対策特別交付金 2,488 2,377 111

15,808,786 100.0% 12,854,856 100.0% 2,953,930

増減額区分 款
R2年度 R1年度

合計

自
主
財
源

24.4% 30.4%

依
存
財
源

75.6% 69.6%

市税

12.7%

分担金及び負担金, 0.3%

使用料及び手数料, 0.8%

財産収入, 0.2%

寄附金, 1.4%

繰入金, 4.4%

繰越金, 3.2%

諸収入, 1.4%

国庫支出金

27.0%
県支出金

7.0%

市債

10.7%

地方交付税

26.9%

地方譲与税 1.0%

利子割交付金, 0.0%

配当割交付金, 0.0%

株式等譲渡所得割交付金, 0.0%

地方消費税交付金, 2.9%

自動車税環境性能割交付金, 0.0%

法人事業税交付金, 0.1%

地方特例交付金, 0.1%

交通安全対策特別交付金, 0.0%

自主財源

24.4%

依存財源

75.6%
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   「地方交付税」については，過去最大であった平成１２年度では約５４億円であ

り，平成２４年度以降は約４４億円程度で推移していたが，平成２８年度から約

４２億円に減少し，平成２９年度から前年度までは約４１億円，令和２年度は再

度約４２億円に増加した。令和２年度の「市税」は約２０億円であり，前年度と比

較して若干減少した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 歳入の割合 

出典：総務省決算カード 
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 ⑶ 歳出（一般会計，性質別）の内訳 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 令和２年度 歳出の内訳 

 

表 歳出の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省決算カード 

決算額 構成比 決算額 構成比

人件費 1,657,063 1,490,525 166,538

扶助費 2,633,651 2,632,271 1,380

公債費 980,322 999,591 △ 19,269

投
資
的
経
費

投資的経費 2,422,653 16.1% 2,364,437 19.1% 58,216

物件費 1,474,993 1,341,227 133,766

補助費等 3,588,268 1,147,609 2,440,659

維持補修費 69,301 78,867 △ 9,566

繰出金 1,408,223 1,474,645 △ 66,422

積立金 794,135 755,445 38,690

投資・出資・貸付金 30,000 70,000 △ 40,000

15,058,609 100.0% 12,354,617 100.0% 2,703,992

義
務
的
経
費

35.0% 41.5%

一
般
行
政
経
費

34.1% 20.8%

そ
の
他
経
費

14.8% 18.6%

合計

区分 款
R2年度 R1年度

増減額
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図 歳出の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図 歳出の割合 

出典：総務省決算カード 
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 ⑷ 公共施設等の整備や管理運営に関する経費 

   公共施設等の整備や管理運営に関する経費として，投資的経費，維持補修費，公

債費がある。 

  ① 投資的経費の推移 

    本計画策定時（平成２８年度），平成２０年度から平成２６年度までの７年間

の投資的経費の推移から普通建設事業費の平均を算出し，阿久根市の今後必要

な普通建設事業費の目安として約１７億円を算出していた。 

    今回の見直しに当たり，平成２７年度以降の推移をみると，投資的経費は平

成２９年度が最も多く，平成２７年度以降の６年間の普通建設事業費の平均は，

約２１億円となっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 投資的経費の推移 

 
図 計画策定時の投資的経費の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 維持補修費の推移 

 
 
 
図 平成２７年度以降の投資的経費の推移 
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1,185

2,578 2,518
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81
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（百万円）

普通建設事業費の6年間

の年平均額：約21億円
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79
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Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

災害復旧事業費

普通建設事業費
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の年平均額：約１7億円
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  ② 維持補修費の推移 

    平成２０年度から平成２６年度までの７年間の維持補修費と平成２７年度以

降の６年間の推移をみると，令和元・２年度で大きく増加している。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

図 計画策定時の維持補修費の推移    図 平成２７年度以降の維持補修費の推移 

 

  ③ 公債費の推移 

    平成２０年度から平成２６年度までの７年間の公債費が１１～１６億円の範

囲で増減していたのに対し，平成２７年度以降の６年間では，１０億円前後で

推移し，僅かではあるが，減少傾向にある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画策定時の公債費の推移      図 平成２７年度以降の公債費の推移 

出典：総務省決算カード 
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 ⑸ 有形固定資産減価償却率の推移 

   有形固定資産減価償却率については平成３０年度に市民会館を更新したため，

全体としては減少しているが，その他の施設については緩やかな上昇傾向にあり，

類似団体平均（６２.０％）よりも高く６８.６％となっており，高い水準にある。 

   また，１００％に達している部門もあり，本計画に基づき，老朽化した施設の集

約化・複合化や除却を進め，公共施設等の適正配置と施設総量の縮減に取り組む

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 有形固定資産原価償却率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 財産区分別令和元年度有形固定資産原価償却率 
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 ⑹ 職員数 

   阿久根市の職員数は平成３０年度まで微増していたが，令和元年度以降はほぼ

横ばいで２１０人前後となっている。そのうち，一般行政部門の「総務・企画」の

職員が最も多く６１人であり，全体の約２９％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 職員数の割合 

 出典：人事行政の運営等の状況 

（各年４月１日現在，市ＨＰ） 
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第２章 公共施設等の現状と将来の見通し 
 
１ 対象施設の分類及び保有状況 

 ⑴ 施設の分類 

   本計画では，阿久根市が所有する全ての公共施設等を対象とし，さらに機能別に以下

の分類に整理した。 

 

 施設類型 主な施設 

建
物
系
公
共
施
設 

行政系施設 庁舎，支所，出張所，消防分団詰所 

社会教育系施設 図書館，郷土資料館，寺島宗則記念館 

保健・福祉施設 保健センター，子ども発達支援センター 

市民文化系施設 市民交流センター，集会施設，地区公民館 

学校教育系施設 小学校，中学校，給食センター 

子育て支援施設 保育所，児童館 

公営住宅 市営住宅（一般住宅を含む） 

スポーツ・レクリエーション系施設 体育館，プール，競技場，キャンプ場，海の家ほか 

公園施設 管理事務所，倉庫 

産業系施設 農林業振興センター，栽培漁業センターほか 

医療施設 診療所 

その他 葬斎場，教職員住宅，渡船場ほか 

イ
ン
フ
ラ
系
公
共
施
設 

道路 市道，農道，林道 

橋りょう 橋りょう，トンネル 

河川 河川 

港湾，漁港 港湾，漁港 

公園 都市公園 

水道施設 上水道施設 

防火水槽 防火水槽 
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 ⑵ 建物系公共施設の保有状況 

  ① 施設の数量 

    阿久根市が保有する建物系公共施設を用途別の延床面積で整理すると，学校教育系

施設が３１.４％と最も多く占めており，次いで公営住宅が２５.３％となっている。 

 

表 用途別の延床面積 

用 途 施設数 建物棟数 
延床面積の合計 

（㎡） 

行政系施設 24 27 9,754.38

社会教育系施設 3 3 1,026.21

保健・福祉施設 2 2 1,195.50

市民文化系施設 11 11 9,850.08

学校教育系施設 13 62 38,085.40

子育て支援施設 4 4 1,814.86

公営住宅 28 156 30,648.52

スポーツ・レクリエーション系施設 3 12 11,283.09

公園施設 1 2 321.00

産業系施設 7 22 8.980.97

医療施設 1 3 304.38

その他 37 45 7,964.03

合計 134 349 121,228.42

阿久根市人口（Ｒ２国勢調査） 19,270 人

市民１人当たりの面積  6.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 延床面積の構成割合(R3) 
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表 延床面積の上位１０施設 

順位 施設名 用途分類 延床面積（㎡）

1 寺山住宅 公営住宅 10,500.62

2 阿久根総合運動公園 スポーツ・レクリエーション系施設 9,727.00

3 阿久根市役所 行政系施設 6,877.39

4 阿久根小学校 学校教育系施設 6,571.00

5 阿久根中学校 学校教育系施設 6,535.00

6 ふれあい住宅 公営住宅 5,747.95

7 三笠中学校 学校教育系施設 4,594.00

8 春畑住宅 公営住宅 4,284.33

9 阿久根市農林業振興センター 産業系施設 3,749.99

10 脇本小学校 学校教育系施設 3,431.00
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  ② 建設年別整備状況 

    阿久根市の公共施設の建設年は，１９４９年に建設された田代小学校の一部建物が

最も古く，２０００年代初頭にかけて増えてきた。特に集中的に延床面積が増加した

のは，１９７０年代後半から１９９０年代であり，２０２０年度末時点で建設後３０

年を超える古い建物は，全体の６５.８％を占めている。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 建設年別用途別延床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 建設年別用途別延床面積の割合（2020 年時点） 
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積
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産業系施設 その他 医療施設
累計面積

築 30年以上

79,720.28㎡ 65.8%

旧耐震基準（1981年以前）

42,276.09㎡ 34.9%
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    阿久根市の公共施設の構造は，鉄筋コンクリート造が約７０.９％と最も多く占めて

おり，次いで鉄骨造が約１２.１％となっている。構造別建設年別延床面積の割合をみ

ると，５０年以上経過している構造は，木造では約２３.５％，コンクリートブロック

造では約４２.８％を占める状況である。 

 

図表 構造別延床面積の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 構造別建設年別延床面積の割合（2020 年時点） 

 

  

構造
延床面積

（㎡）

鉄筋コンクリート造 85,972.11

鉄骨造 14,674.36

コンクリートブロック造 7,228.50

木造 9,768.13

その他 3,585.32

合計 121,228.42

1.3%

18.8%

7.5%
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1%

10%

24.8%
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34.1%
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木造
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鉄筋コンクリート造

10年未満 10年～20年未満 20～30年未満 30～40年未満 40～50年未満 50年以上
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  ③ 耐震化の状況 

    阿久根市の建物系公共施設のうち，昭和５６年以前に建てられた旧耐震基準による

建物で未だ耐震補強が実施されていない建物は全体の約１４.１％となっている。 

    用途別でみると，多くの用途において耐震補強が未実施となっている施設が多く，

「社会教育施設」が４７.７％と半分近くが未実施となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 耐震基準と耐震補強実施状況別延床面積の割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 用途別耐震補強実施状況別延床面積の割合  

実施済
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78,952.33㎡, 65.1%
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42,276.09㎡, 34.9%

耐震補強実施済及び不要

耐震補強
未実施

14.1%
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 ⑶ インフラ系公共施設の保有状況 

   保有している各種台帳等からインフラ系公共施設の保有状況を以下のとおり示す。 

                                         

 種  別 件  数 総   量 備  考 

１ 市道 652 路線
実延長 

総面積 

389,326 

2,518.781 

m 

㎡ 
 

２ 農道 51 路線 実延長 22,667 m  

３ 林道 17 路線 実延長 55,626 m  

４ 橋りょう 227 か所 総延長 2,483 m  

５ 河川 58 か所 総延長 69,100 m  

６ 港湾 4 か所
護岸延長 

防波堤延長 

1,370 

680 

m 

m 
 

７ 漁港 3 か所
護岸延長 

防波堤延長 

3,921 

1,363 

m 

m 
 

８ 公園 34 施設 公園面積 774,020 ㎡  

９ 上水道  

総延長 348,506.66 m 

 
導水管 3,816.65 m 

送水管 36,841.21 m 

配水管 307,848.80 m 

10 防火水槽 59 か所   
 

 

出典：インフラ調査  
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２ 保有施設の縮減及び新設実績 

  計画策定時以降，公共施設の縮減及び新設した実績は以下のとおりである。 

表 平成２８年度以降の除却施設 

大分類 施設名 備考 

保健・福祉施設 阿久根市老人福祉センター  

市民文化系施設 阿久根市民会館  

公営住宅 黒神岩住宅  

公営住宅 大川住宅  

公営住宅 奈レ石住宅  

公営住宅 尾崎住宅  

その他 旧国民宿舎  

その他 大川中学校校長住宅  

表 平成２８年度以降の新設施設 

大分類 施設名 備考 

社会教育系施設 寺島宗則記念館  

市民文化系施設 市民交流センター  

 

３ 保有量の推移 

  計画策定時から現在までの保有数量の推移は以下のとおりである。８施設の除却と２施

設の新設を行い，全体で６施設の縮減となっている。延べ床面積では５,８８１.８６㎡の

縮減となっている。 

表 保有量（延床面積）の推移 

用 途 
施設数 延床面積の合計 

Ｈ２８ Ｒ３ 増減 Ｈ２８ Ｒ３ 増減 

行政系施設 24 24 0 9,339.64 9,754.38 414.74

社会教育系施設 2 3 1 755.16 1,026.21 271.05

保健・福祉施設 4 2 ▲2 3,356.95 1,195.50 ▲2,161.45

市民文化系施設 10 11 1 8,198.22 9,850.08 1,651.86

学校教育系施設 14 13 ▲1 40,522.58 38,085.40 ▲2,437.18

子育て支援施設 5 4 ▲1 1,969.17 1,184.86 ▲154.31

公営住宅 32 28 ▲4 31,402.00 30,648.52 ▲753.48

スポーツ・レクリエーション系施設 3 3 0 11,283.09 11,283.09 0

公園施設 1 1 0 321.00 321.00 0

産業系施設 7 7 0 8,983.82 8,980.97 ▲2.85

医療施設 1 1 0 304.38 304.38 0

その他 37 37 0 10,674.27 7,964.03 ▲2,710.24

合計 140 134 ▲6 127,110.28 121,228.42 ▲5,881.86
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４ 公共施設等に関する上位・関連計画 

 ⑴ 阿久根市まちづくりビジョン 

計 画 名 阿久根市まちづくりビジョン 

策 定 年 度 令和元年度 

計 画 期 間 令和２年度～令和６年度 

人口目標値 令和４２年（２０６０年） １０,８００人 

将 来 像 帰ってきたくなる 行ってみたくなる 東シナ海の宝のまち あくね 

基 本 理 念 「まちづくり」は「ひとづくり」から～ふるさと阿久根を次の世代につなぐために～ 

基 本 目 標 

第１節 地域の資源を生かした「にぎわい」のあるまち 

第２節 地域の魅力が広がる「つながり」のまち 

第３節 支え合い生き生きと暮らせる健やかなまち 

第４節 快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち 

第５節 豊かな心が育まれ文化の薫るまち 

第６節 協働・連携で明るい未来を開くまち 

公共施設に 

関する記述 

第１節 地域の資源を生かした「にぎわい」のあるまち  

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１農林水産業の振興  阿久根南部地区のほ場・用排水路・農道等の整備 

 林道橋りょう等の整備，森林の適正管理 

 漁業関連施設の見学ツアー，魚食普及の活動推進 

 藻場の保全と回復，水産資源の増殖，漁港の機能保全 

 

第２節 地域の魅力が広がる「つながり」のまち 

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１観光の振興  にぎわい交流館阿久根駅，道の駅の利用拡充 

 番所丘公園や大島公園等の都市公園の環境整備 

２定住と交流の促進  南九州西回り自動車道，北薩横断道路の早期完成への取

組 

 サンセット牛之浜景勝地「道の駅」整備計画の推進 

 旧国民宿舎跡地に関する民間との協働による活用の取組

 旧阿久根高校，阿久根中央青果市場跡地の活用方策検討

 

第３節 支え合い生き生きと暮らせる健やかなまち 

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１健康の増進と地域医

療の充実 

 大川診療所委託先医療機関との連携強化，方向性決定 

２子育て支援の充実  妊娠期から子育て期までの継続的な支援に向けた「子育

て世代包括支援センター」の設置 

 子ども発達支援センター「こじか」の運営等発達支援の

実施 

３高齢者福祉と障がい

者福祉の充実 

 基幹相談支援センターの設置による相談体制の充実 
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計 画 名 阿久根市まちづくりビジョン 

第４節 快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち 

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１環境の保全  共同水道の施設維持管理などの諸課題の整理，機能確保

 公共施設への木質バイオマスの導入後の適正な施設管理

 適正な土地利用の確保，まちなみ景観の保全理，省資源

効果の周知による資源循環への理解促進 

２暮らしを支える生活

基盤の形成 

 計画的な公営住宅の改修等居住性の向上 

 市道の適切な維持管理，橋りょうの改修 

 公園，緑地の適切な保全，老朽遊具等施設の計画的な改

修等 

 河川，海岸，農道，林道の適正な管理と整備，治山事業

推進 

 

第５節 豊かな心が育まれ文化の薫るまち 

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１人材の育成  学校規模適正化協議会の提言を踏まえた学校の規模等の

検討，質の高い教育環境の整備 

 老朽化した学校施設の計画的な改修，ＩＣＴ環境の整備

推進 

２生涯学習の推進と社

会教育の充実 

 新図書館の財源確保による早期整備検討 

３文化の振興とスポー

ツの推進 

 施設の適正な維持・管理，利用の促進，スポーツイベン

トの充実，合宿誘致 

 

第６節 協働・連携で明るい未来を開くまち 

基本政策 主要な施策・取組の基本的方向と概要 

１適正な行財政運営  行政手続のオンライン化推進，窓口業務のアウトソーシ

ング等の検討，接遇の充実 

 庁舎へのエレベーターの設置，トイレのバリアフリー化

等利用しやすい庁舎の環境整備 

 市有財産の買受勧奨や積極的な売却 
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 ⑵ 阿久根市都市計画マスタープラン 

計 画 名 阿久根市都市計画マスタープラン 

策 定 年 令和３年３月 

計画期間 令和３年～令和１２年 

基本理念 

阿久根市では，令和２年度からを期間とする「阿久根市まちづくりビジョン」を策定し，

目指すべきまちづくりの方向を明確に示し，その実現に向けて総合的かつ計画的な施策

の推進に取り組んでいます。 

本計画は，「阿久根市まちづくりビジョン」で掲げられた目標を都市づくりの側面から

の実現を目指すことを基本理念とし，基本方針については，都市計画の観点に立った新た

な方針を掲げることとします。 

「帰ってきたくなる 行ってみたくなる 東シナ海の宝のまちあくね」 

基本方針 

都市づくりのテーマ（将来都市像）安全で潤いとやすらぎにあふれたまち あくね 

■方針① 計画的な基盤整備による快適で安全 安心なまちづくり 

■方針② 都市機能が集積した生活に便利なまちづくり 

■方針③ 自然や人が共生した持続可能なまちづくり 

地域作り

の 方 針 

脇本地域 

■生活サービスに恵まれた，市北部の拠点 

（ア）市民の生活を支える市北部の地域生活拠点の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）豊かな海岸資源の保全と魅力を活かしたにぎわいある観光拠点づくり

折多地域 

■自然と人々の営みが調和した，暮らしと交流のまち 

（ア）住環境と調和した流通拠点の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）生活のそばにある自然環境の保全 

鶴川内 

地域 

■緑豊かな自然に抱かれた，生き生きとした持続可能なまち 

（ア）誰もが快適に暮らし続けることができる居住環境の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）水と緑に親しむ自然環境の保全と利活用 

山下地域 

■豊かな田園環境に包まれた，自然と調和したまち 

（ア）誰もが快適に暮らし続けることができる居住環境の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）阿久根らしい里山環境の保全 

市街地 

赤瀬川 

地域 

■都市機能が充実した，魅力あふれる阿久根の中心 

（ア）にぎわいと活力あふれる中心拠点の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）市内外から人々が集うレクリエーション拠点づくり 

西目地域 

■人々の営みが育んだ，里海・里山の暮らしを守り受け継ぐまち 

（ア）誰もが快適に暮らし続けることができる居住環境の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）自然環境を生かした観光・レクリエーション拠点づくり 

大川地域 

■生活サービスに支えられた，市南部の拠点 

（ア）市民の生活を支える市南部の地域生活拠点の形成 

（イ）災害に強い安心・安全な地域づくり 

（ウ）豊かな海岸資源の保全と魅力を生かしたにぎわいある観光拠点づくり
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土地利用方針図 
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 ⑶ 阿久根市耐震改修促進計画 

計 画 名 阿久根市耐震改修促進計画 

策定年度 令和３年度 

計画期間 令和３年度～令和７年度 

耐震化の

目標設定 

１．住宅の目標設定：耐震化目標９０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特定既存耐震不適格建築物の目標 

(１) 多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物については，前回の計画時に耐震

化を図るべき対象建築物２棟のうち市民会館は平成３０年度に，旧国民宿舎は令和

３年度に解体したことから，耐震化率は１００％を達成しています。 

区分 名称 構造 階数
延床面積 

(㎡) 
建築年 備考 

本庁舎 市役所本館 ＲＣ造 ３ 4,686.31 S53 診断済 

その他の施設 
市民会館 ＲＣ造 ３ 2,840.59 S41 H30 解体済 

旧国民宿舎 ＲＣ造 ３ 5,263.98 S49・H1 R3 解体済 

(２) 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物の耐震化の目標 

火薬類，石油類その他耐震改修促進法施行令で定める危険物の貯蔵場又は処理場

については，現状において阿久根市にないことから，目標の設定は行いません 

(３) 通行障害既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物については，国の基本方針，県

耐震改修促進計画等に基づき，令和７年度末までに耐震性が不十分な対象建築物を

おおむね解消することを目標とします。 

 

３．市有建築物の耐震性 

市有建築物 耐震性についての概要 

防災拠点施設の耐震化 市役所や消防署は耐震診断を行った結果，耐震性を有する。 

公営住宅の耐震化 対象は昭和５６年以降に建設された住宅。耐震化率は 100% 

学校施設の耐震化 校舎・体育館の耐震化率は 100% 

その他施設の耐震化 多数の者が利用する建築物で一定規模以上の建築物の耐震化率

は 100% 
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 ⑷ 阿久根市過疎地域持続的発展計画 

計 画 名 阿久根市過疎地域持続的発展計画 

策 定 年 度 令和３年度 

計 画 期 間 令和３年度～令和７年度 

将 来 像 「帰ってきたくなる 行ってみたくなる 東シナ海の宝のまち あくね」 

基 本 目 標 ①地域の資源を生かした「にぎわい」のあるまち 

②地域の魅力が広がる「つながり」のまち 

③支え合い生き生きと暮らせる健やかなまち 

④快適・安全で潤いとやすらぎのあるまち 

⑤豊かな心が育まれ文化の薫るまち 

⑥協働・連携で明るい未来を開くまち 

基本的施策 ①移住・定住・地域間交流の促進，人材育成 

②産業の振興 

③地域における情報化 

④交通施設の整備，交通手段の確保 

⑤生活環境の整備 

⑥子育て環境の確保，高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

⑦医療の確保 

⑧教育の振興 

⑨集落の整備 

⑩地域文化の振興等 

⑪再生可能エネルギーの利用の推進 

⑫その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

公共施設に

関する記述 

 

● 産業の振興 

（農業の振興） 

地域の特色を生かした地域共同で行う農業・農村の多面的機能を支える活動や地域資源（農

地，水路，農道等）の質的向上を図る活動を支援し，多様な人が住み続けられる農村の振興を

図る。農業用施設の長寿命化対策，ハードとソフトを組み合わせた防災・減災対策，防災重点

ため池の劣化状況評価，地震・豪雨耐性評価に基づいた防災工事を推進する。 

（林業の振興） 

林道については，未改良及び未舗装区間の用地承諾が進んでおらず，基幹施設としての役割

が十分果たされているといえないが，林道利用者の通行に支障を来さないように必要に応じ

て維持管理を実施している。 

(水産業の振興) 

港湾施設及び港湾海岸施設は，「港湾施設長寿命化計画」に基づき維持管理に努める。 

（観光又はレクリエーション） 

南九州西回り自動車道の全線開通を見越して，交流人口の増加に資するため，（仮称）薩摩

大川ＩＣに隣接する「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅の早期整備に努める。 

番所丘公園をはじめとする公園等については，施設の老朽化が利用者に支障を来している

ことや全国的に施設利用において事故が多発していることから必要に応じ軽微な修繕を行い，

公園施設長寿命化計画に基づき施設の改築や更新を図り，安全・安心に利用できる施設の維持

管理に努める。 
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● 交通施設の整備，交通手段の確保 

（交通体系の整備） 

市道は，通行車両の増加や大型化に伴う槝之浦深田線や赤剝線の整備が完了し，折口大辺

志線や不動下線の事業が進んでいるところである。市道改良や舗装整備は，社会資本整備総

合交付金事業を利用し，年次的な計画に沿って整備を推進しているが，維持修繕的な要望は

依然として数多く寄せられている状況にある。 

農道（集落道）は，農業分野における生産基盤の根幹をなす社会資本であるとともに，農

村地域の人々の生活道路としても重要な役割を担っていることから，必要な維持管理をはじ

め，交差点や線形改良を行う。また，農道橋については，機能診断を実施し，長寿命化対策

工事を推進する必要がある。 

 

● 生活環境の整備 

（水道施設の整備） 

上水道は，新水道ビジョン及びアセットマネジメントを踏まえた重要度，優先度を基に更新

整備を行い，維持管理を含めた施設全体のライフサイクルコストの減少に努める。 

共同水道の管理運営については，市直営への移管を支援する。 

（下水処理施設の整備） 

都市下水路については，老朽化に伴う損傷箇所の修繕を行うとともに，環境改善を図ること

で市民生活環境の向上に努める。 

（火葬場） 

施設の長寿命化を図るため，「阿久根市葬斎場個別施設計画」を基に「阿久根市葬斎場長寿

命化実施計画」を作成し，費用負担の軽減・平準化を図る。 

（住宅の整備） 

令和元年度に改定した阿久根市公営住宅等長寿命化計画において，市営住宅の状況の正確

な分析を行い，各団地を事業手法（改善，維持管理，用途廃止）ごとに分類し，市営住宅の維

持管理の適正化を図っていく。 

 

● 医療の確保 

大川診療所については，診療委託先である医療機関との連携強化を図り，地区民が受診しや

すい地域密着型の運営を行うとともに，決算の状況を判断し，今後の運営の方向性を検討す

る。 

 

● 教育の振興 

（学校教育） 

老朽化した学校施設等について，学校規模適正化の状況を踏まえつつ，阿久根市学校施設等

長寿命化計画を基に計画的な改修等を進めるとともに，維持補修等を行うことにより，安全で

良好な教育環境を整備する。 

（生涯学習の推進） 

生涯学習活動の拠点である地区公民館，図書館の施設設備の充実に努める。 

（スポーツの推進） 

総合体育館をはじめ，各施設の老朽化が目立つことから，総合運動公園内の整備を計画的に

進め，年々，多様化・高度化するスポーツ・レクリエーションニーズへ対応するとともに，健

康教室などを開催し，市民がスポーツなどに参加できる機会を提供し，市民の健康づくりを支

援する。 
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● 再生可能エネルギーの利用の推進 

再生可能エネルギーに対する市民の理解を促進するとともに，民間との連携・協力を通じ

て，木質バイオマス，太陽光をはじめとする阿久根市に存する地域資源を最大限利活用し，

公共施設における再生可能エネルギーの導入等，エネルギーの地産地消による持続可能な自

立循環型社会の構築を目指す。 

 

● その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

広域行政の継続した事業展開を図るとともに，経済活動や市民生活の結びつきが深い周辺

自治体との協力体制を強化するなど，効率的な行政運営を推進する。 

 

※上記各施策も公共施設等総合管理計画等との整合をとるものとなっている。

 
５ 将来の更新費用の見通し 

 ⑴ 計画策定時における更新費用推計の前提条件及び推計方法 

   計画策定時に保有している公共施設等を今後も保有し続け，耐用年数経過後に現在と

同じ規模で建替え・更新を行うとした場合に，今後４０年間で必要となる経費について

の試算を行っていた。 

   公共建築物の更新費用の試算に当たっては，計画策定時の用途別，構造別データをベ

ースに算出を行い，また，耐用年数にあっては，減価償却資産の耐用年数表に記載され

ている数値を採用し，大規模改修のスパンは鉄筋コンクリート造では２０年，鉄骨造及

びコンクリートブロック造は１０年とする。一方で軽量鉄骨造，木造及びその他の施設

については，長寿命化の効果が発揮できないとみなし，大規模改修を行わないこととし

ていた。 

表 建物系公共施設の更新期間 

構造 
標準的な 
耐用年数 

長寿命化による 
延命年数 

鉄筋コンクリート造 ５０年 ２０年 

鉄骨造 ３８年 １０年 

コンクリートブロック造 ４１年 １０年 

木造 ２４年 延命期間なし 

その他 ３０年 延命期間なし 

 

] 

 

 

 

 

 

図 大規模改修回数の考え方 

２回目の改修後，１０年で建替え時期が
くるので，３回目の改修を行わない 
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  ① 建物系公共施設 

    前述の条件により，計画策定時の阿久根市の建物系公共施設において，事後保全型

管理のままで標準的な耐用年数を迎える時期に全ての建物を更新する場合，２０５６

年までに約３７９億円の更新費用が発生するものと推計していた。 

    特に，２０２８年，２０３２年，２０４４年，２０５３年には一挙に２０億円超の

更新費用が集中して発生するものと推計していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事後保全型管理による更新（建替え・更新）のみの場合の費用予測（計画策定時） 
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累計更新費用（億円）単年度更新費用（億円）

①行政系施設 ②社会教育系施設

③保健・福祉施設 ④市民文化系施設

⑤学校教育系施設 ⑥子育て支援施設

⑦公営住宅 ⑧スポーツ・レクリエーション系施設

⑨公園施設 ⑩産業系施設

⑪医療施設 ⑫その他

事後保全型管理の累計
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    一方，建物系公共施設の管理を予防保全型管理に切り替えて，必要な時期に大規模

改修を行い，計画的に施設の長寿命化を図った場合の費用は，２０５６年までに約３

１８億円が必要となると推計していた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 予防保全型管理による大規模改修を実施した場合の費用予測（計画策定時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 



37 
 

  ② インフラ系公共施設 

    阿久根市のインフラ系施設のうち道路及び橋りょうについては，現状の事後保全型

管理のままで，標準的な耐用年数を迎える時期に更新する場合，２０５６年までに約

４３８億円の更新費用が発生する見通しと推計していた。 

 

 

図 インフラ系公共施設の更新費用予測（計画策定時） 
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 ⑵ 計画改訂時（令和３年度）における更新費用推計 

  ① 建物系公共施設 

    本計画の見直しにあたって，現在保有している公共施設を対象とし，個別施設計画

等で設定された以下の条件による更新費用の推算を行った。なお，推計の際，その他

施設に属する旧施設については建替えを行わないものとして試算を行った。 

    個別計画に沿って施設の長寿命化を図った場合の費用は，２０５６年までに約２７

８億円が必要となる推計となった。また今後３５年では，約２６１億円が必要となる。 

表 対象計画ごとの費用推算条件 

対象計画 耐用年数 計画における更新費用の推算 

阿久根市学校施設等長寿命化計画 ７０年 ３億円／年

阿久根市公営住宅等長寿命化計画 ７０年 ０.４８億円／年

阿久根市公共施設個別施設計画対象施設 ６５年 
各施設の 10 年間の工事費を推計 

11 年以降は他施設と同じ手法とする 

阿久根市葬斎場個別施設計画 ６５年  

その他の施設 構造別 計画策定時(平成２８年度)手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 個別施設計画等による建物系公共施設の更新費用予測 
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累計更新費用（億円）単年度更新費用（億円）

①行政系施設 ②社会教育系施設

③保健・福祉施設 ④市民文化系施設

⑤学校教育系施設 ⑥子育て支援施設

⑦公営住宅 ⑧スポーツ・レクリエーション系施設

⑨公園施設 ⑩産業系施設

⑪医療施設 ⑫その他

過去5年間の更新費用 予防保全型管理の累計

今後３５年間で２６１.４９億円が必要 
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  ② インフラ系公共施設 

    見直しにあたって，個別施設計画（橋梁長寿命化修繕計画）で設定された以下の条件に

よる更新費用の推算を行った。 
    個別計画に沿って施設の長寿命化を図った場合の費用は，２０５６年までに約３７３億

円が必要となる推計となった。また今後３５年では，約３５８億円が必要となる。 
 

表 対象計画ごとの費用推算条件 

対象計画 計画における更新費用の推算 

阿久根市橋梁長寿命化修繕計画 計画の中での推計値(変動型)０.３～０.９億円／年

その他 計画策定時(平成２８年度)手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 個別施設計画等によるインフラ系公共施設の更新費用予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後３５年間で３５８.０億円が必要 
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 ⑶ 長寿命化により期待できる縮減効果 

   阿久根市において，個別施設計画等に沿った公共施設等の長寿命化により期待できる

効果は以下のとおりである。 

 

表 更新費用の比較(億円) 

 
従来の事後保全型 

更新費用 

長寿命化による 

更新費用 
削減費用 

建物系公共施設 ３７９.１２ ２７８.０９ １０１.０３（２７％）

インフラ系公共施設 ４３８.１６ ３７３.２２ ６４.９４（１５％）

合  計 ８１７.２８ ６５１.３１ １６５.９７（２０％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 長寿命化による期待できる縮減効果
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６ 公共施設等の課題 

 ⑴ 人口減少への対応 

   阿久根市の人口は，昭和２５年以降減少し続けており，令和３年には１９,２７０人

となった。 

   阿久根市では，今後も人口も減少し続けることが予測されており，国立社会保障・

人口問題研究所推計の将来推計人口は，令和４２年に，６,６２３人まで減少すると予

測している。 

   阿久根市まちづくりビジョンにおいては，政策による社会及び自然増減の積み上げ

を行い，人口を押し上げ，令和４２年の目標人口を１０,８００人と設定している。こ

のように市では人口が減少することが予測されることから，これまでのまちづくりや

施設管理の方向性を見直し，地域で考え協力していく必要があると同時に，将来人口

の規模に応じた公共施設の在り方を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来人口の推計 

資料：阿久根市まちづくりビジョン 

 

 

  

目標人口 

１０,８００人 
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 ⑵ 少子高齢化によるニーズの変化 

   阿久根市では，年々６５歳以上の人口割合が増加し，平成２年に超高齢社会に突入

している。阿久根市まちづくりビジョンで市が目標とする将来人口の予測においても，

６５歳以上人口割合は増加し続け，令和２年で４割を超えるものの，人口減少に伴い，

令和３７年には４割を下回るものと予測されている。 

   そのため，高齢者への対応はもちろんのこと，若い世代や子育て世代に対する戦略

を踏まえた公共施設等の考え方や，地域の実情に合わせた公共施設等の管理方針やあ

り方を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢区分別将来人口の推移 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢区分別将来人口の割合の推移 

資料：阿久根市まちづくりビジョン 

 

 ⑶ 施設の老朽化の進行と財源の減少 

   阿久根市の公共施設等のうち建物系公共施設については，供用開始から３０年以上

経過した建物が約６５.８％となっており，将来における建替えや大規模改修による施

設の存続などが必要に迫られることが予測される。 

   一方で，現在の施設を存続させるには多くの財源を費やすことは明白であり，今後

の人口減少や１５～６４歳の生産年齢人口の減少に伴う税収の減少が想定される。こ

のため，必要な施設や優先度の高い施設などを把握し，財源や老朽化の状況などを考

慮した公共施設等の方針を検討していく必要がある。 
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 ⑷ 広域圏での対応 

   阿久根市は，鹿児島県北西部に位置しており，出水市や薩摩川内市に隣接し，北部

では長島町と黒之瀬戸大橋でつながっている。隣接する市町においても阿久根市と同

様に，将来的に人口は減少するものと予測されており，公共施設の在り方を広域的に

検討しなければならない状況である。また，現在，整備が進められている南九州西回

り自動車道が全線開通すると，今後，周辺市町との連携体制がより図り易くなるため，

広域的な視点による公共施設の統廃合や建替え，大規模改修などの維持管理，運営体

制を検討していく必要がある。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 南九州西回り自動車道整備予定位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 南九州西回り自動車道 阿久根川内道路 定位置図 

資料：国土交通省九州地方整備局 
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第３章  
 

１ 基本方針 

  計画策定時（２０１７年３月），阿久根市が保有している公共施設等を耐用年数経過後

に同じ規模で建替え・更新を行う場合，２０５６年までの４０年間で総額約８１７億円

（建物系公共施設：３７９億円＋インフラ系公共施設４３８億円 年平均２０.４億円）

が必要と推定していた。 

  今回，本計画の見直しにあたり，長寿命化対策等を反映した建替え・更新費用の推計

を行った結果，２０５６年までの４０年間で総額約６５１億円（建物系公共施設：２７

８億円＋インフラ系公共施設３７３億円 年平均１８.６億円）が必要と推定される。 

  現時点において，建物系公共施設については，計画策定時と比較して６施設減の１３

４施設，総延床面積は５,８８１.８６㎡減の１２１,２２８.４２㎡と施設総量の縮減を

行っているが，建築後３０年以上経過している施設が全体の約６５.８％（延床面積）を

占めており，今後，大規模な改修や建替えの時期を迎えることになる。 

  本市の将来人口は，「阿久根市まちづくりビジョン」において，２０６０年の人口目標

値を１０,８００人としており，２０２０年国勢調査の人口１９,２７０人と比較し，約

４割減少すると推計しており，生産年齢人口の減少等に伴い，将来における本市の財政

状況も厳しくなることが見込まれる。 

  このような状況の中，本市が保有している全ての公共施設を更新・建替えすることは

難しく，施設の量や質をそのまま維持することは困難であることから，公共施設等の維

持管理のあり方として以下の方針を掲げる。 

 

 

【阿久根市公共施設マネジメントの基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針１ 公共施設等の適正配置と施設総量の縮減を図る 

     ① 原則として建物系公共施設の新規整備の抑制 

     ② 既存施設の見直しと複合化，縮減 

 

方針２ 公共施設等の計画的な予防保全等の実施により長寿命化を図る 

     予防保全型管理への転換 

 

方針３ 公共施設等の効率的な管理運営を目指す 

     維持管理コストの最適化 
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２ 維持管理費用の削減目標の設定 

  計画策定時，現状の予算規模（普通建設事業費の年間平均額：約１７億円）が将来的

にもそのまま維持できると仮定した場合，公共施設等の更新費用の年間平均額（約２０.

４億円）に対して，年間約３.４億円の不足が生じると推定していた。 

  人口が２０６０年には現在の６割まで減少する見通しの中，税収の減少は避けられな

いことから，将来の予算規模も縮小する可能性が高い。 

  この状況に対し，これまでに策定した個別施設計画を前提とした長寿命化を実行する

ことで，公共施設等に関わる維持・更新のための費用を２０％圧縮することが可能とな

る。引き続き，前述の基本方針に沿った取組を実施し，２０５６年までに３０％圧縮す

ることを目標とする。 

 

 

○ 計画策定時における予算規模 

  ２００８年から２０１４年までにおける普通建設事業費 

  年間平均額：約１７億円 

 

○ 計画策定時における公共施設等の更新費用 

  ２０１７年から２０５６年までの４０年間における更新費用 

  年間平均額：約２０.４億円 総額：８１７億円 

 

○ 計画改訂時における公共施設等の更新費用 

  ２０１７年から２０５６年までの４０年間における長寿命化等を反映した更新費用 

  総額：約６５１億円（建物系：約２７８億円 インフラ系：約３７３億円） 

 

○ 計画改訂時における公共施設等の長寿命化を反映した更新費用の削減割合 

  計画改訂時における４０年間の更新費用÷計画策定時における４０年間の更新費用 

  ＝６５１億円÷８１７億円≒８０％ ※２０％の削減 
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３ 計画期間 

  本計画の期間については，公共施設等が長い年月にわたって使用するものであり，中

長期的な視点が不可欠であることから，２０１７年度（平成２９年度）を初年度とし，

２０５６年度（令和３８年度）までの４０年間と設定している。 

  当初の２０１７年度（平成２９年度）から２０２６年度（令和８年度）までの１０年

間を第１期として，以後１０年ごとに第２期～第４期に分け，阿久根市の公共施設等に

ついての計画について検討するものとする。 

  特に早急に対応すべき施設に対しては，第１期においての事業計画案を策定する。ま

た，第１期においては，今後必要に応じて各所管課において施設の類型に応じた個別計

画を策定することが重要である。 

  なお，計画の見直しについては，期(１０年)ごとに見直しを行うことを基本とすると

ともに，上位関連計画や社会情勢の大きな変化，また，歳入歳出の状況や制度の変更な

ど試算の前提条件における変更が生じた場合においても，適宜見直しを行う必要がある

ことから，令和３年度に本計画の中間見直しを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画期間のイメージ 

 

表 関連する個別施設計画期間 

各個別施設計画 第１期 第２期 第３期 第４期 

公共施設等個別施設計画 2021～2030 2031～2040 2041～2050 2051～2060

学校施設等長寿命化計画 2018～2027 長期的な視点で検討 

公営住宅等長寿命化計画 2020～2029 長期的な視点で検討 

葬斎場個別施設計画 2019～2028 2029～2038 2039～2048 2049～2048

 

 

 

 

 

  

第 1 期 
2022～2026

(R4～R8) 

中間見直し
第 2 期 

2027～ 

(R9) 

第 3 期 

2037～ 

(R19) 

○基本方針の設定 

○更新検討・利用検討施設の計画 

【阿久根市公共施設等総合管理計画】 
（2017 年度～2056 年度） 

10 年ごとの見直し 
人口・年齢構成・歳入・歳出・扶助費等 

第 4 期 

2047～ 

(R29) 

第 1 期 

2017～2021 

（H29～R３） 

各個別施設 

計画 

○長寿命化・大規模改修・建替え計画 

○多機能化・複合化等の計画 
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４ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

  本計画の推進については，各公共施設を所管する部署間との調整を行い，全庁的な視

点に基づく意思決定ができる横断的な組織体制を確立する。さらに，本計画に基づいた

公共施設等の管理の上では財政運営，市有財産の管理との関わりが非常に大きいことか

ら，財政課との調整を密に行うものとする。 

  また，公共施設等の維持管理・有効活用を一体的に管理するため，各公共施設の所管

部署が保有している情報のデータベース化を図り，情報の一元化，共有化により，個々

の分類にとらわれることなく，大きい視点で情報を収集し，各種の情勢の変化にも的確

に対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図 全庁的な取組体制 
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５ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

 ⑴ 点検・診断等の実施方針 

   公共施設等の安全確保や効率的かつ効果的な維持管理・更新等の方向性や整備の優

先度を検討する上で，公共施設等の点検・診断を的確に行うことが重要となる。 

   施設管理者による日常点検，法令等に基づく定期点検，災害や事故発生時に行う緊

急点検の３種類の点検結果の一元管理を行い，点検履歴，修繕履歴の蓄積を行うこと

を目的として，施設情報のデータベース化を図る。 

   なお，蓄積された施設情報については，今後の総合管理計画の見直しの際に反映さ

せて計画の充実を図ると同時に，各施設管理者における維持管理・修繕・更新を含む

老朽化対策に関する情報共有にも活用していく。 

 

 ⑵ 維持管理・更新等の実施方針 

   従来からの公共施設等における維持管理・修繕については，施設に不具合が生じて

から，修繕や更新を行う「事後保全型管理」が大部分であり，定期的に取換えや交換・

更新を行う「予防保全型管理」や，点検によりその劣化度や状態を見ながら修繕更新

を行う「状態監視保全」は，ほとんど実施されていない状況にあった。また，所管課

ごとに公共施設等の管理を行っているため同じ状況であってもその対応は異なってい

た。 

   したがって，維持管理体制の整備だけでなく，施設の点検等における各施設の状態

を把握した上で，これまでの「事後保全型管理」のみの維持管理から，点検・診断実

施結果から各施設分類など個々の施設の状況に応じて「予防保全型管理」と「状態監

視保全型管理」と「事後保全型管理」の３つに分類し，財政的，物理的な条件を加味

した計画的な維持管理により，各施設の長寿命化とともに各年度の財政的な負担の平

準化を目指す。 

   点検・診断実施の検討段階においては，その施設の必要性，対策の内容や時期を検

討し，社会情勢や市民の要望等から，その施設に必要性があると判断される場合は，

更新などの機会を捉えながら質的な向上や現在求められる機能への変更，用途変更等

を図る。また，必要性がない又は低いとされたものについては，用途廃止や除却，他

施設への複合化や集約を検討していくものとする。 

   公共施設等に関する保全のための情報をデータ化し，データの活用，継続性，統一

性，効果性を高めていき，情報を一元的に管理し，年度により大きく変動する公共施

設等の改修や更新に要する費用を，施設の選択と集中，かつ優先順位を定め，各年度

の予算の平準化に努め，将来の施設の維持・更新に活用するほか，社会経済情勢の変

化に的確に対応できるよう，適宣計画を見直し，ＰＤＣＡサイクルを循環していくも

のとする。 

 

 ⑶ 安全確保の実施方針 

   日常点検や定期点検により，施設の劣化状況の把握に努める。さらに，災害時に防

災拠点や避難所となる建物系施設もあるため，点検の結果をデータベース化し，危険

が認められた施設については，施設の利用状況や優先度を踏まえた上で計画的な改修，

解体，除却の検討を行った上で速やかに対応する。 

   また，老朽化等により供用廃止された施設や，今後も利用する見込みがない施設に

ついては，周辺環境への影響を考慮し，解体，除却するなどの対策を講じ，安全性の

確保を図る。 



49 
 

 ⑷ 耐震化の実施方針 

   学校施設については耐震補強が必要な建物については，既に耐震補強が完了してい

るが，市が保有する公共施設等の中には旧耐震基準によって建設され，かつ耐震補強

が終わっていない施設が存在するため，施設の安全性の確保を最優先にして耐震化又

は施設更新による安全性の確保を図る。 

 

 ⑸ 長寿命化の実施方針 

   公共施設等の長寿命化と維持管理コストの縮減及び計画的な支出による財政の平準

化を目指し，公共施設等の保全に当たっては，従来行ってきた事後保全型の維持管理

から予防保全型の維持管理に順次移行する。 

 

 ⑹ 統合や廃止の推進方針 

   施設評価に基づいて，維持保全，更新検討，利用検討，用途廃止などの取組を進め，

保有総量の縮減を図る。 

   公共施設等の更新を行う場合には，単一機能での施設の建替えではなく，機能の集

約・複合化を行う内容で更新することを基本とする。 

   その際には，今後の財政的負担の状況も勘案しながら，各施設が提供するサービス

の維持すべき内容やレベルについて検討し，施設の機能水準の見直しを行うものとす

る。 

   また，それぞれの施設が持つ機能の必要性について，行政サービスとしての役割を

終えていないのか，民間等の施設によって代替可能な機能ではないのか等の検討を行

い，その機能が不要と判断したものについては，他の機能による有効活用や除却を行

う。施設の性質上，廃止ができない施設については，機能の維持を前提として規模の

適正化を検討する。 

   また，除却を行う場合の跡地については，売却を含めた有効活用を推進する。 

 

 ⑺ ＰＰＰ／ＰＦＩの活用について 

   住民サービスの低下を招くことなく，行政運営の効率化が図られる事務事業につい

ては，民間への委託等を積極的かつ計画的に推進する。また，公共施設等の更新や利

活用についても，他団体の事例等も参考にしながら民間の技術，ノウハウ，資金等の

活用を積極的に検討する。 

   さらに，市民や民間企業等のアイデアを取り入れやすくするため，公共施設等の情

報公開に努める。 

 

 ⑻ 市町村域を超えた広域的な検討等について 

   隣接する市町村にある施設等の利活用連携について検討を行うこととする。 

 

 ⑼ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

   総合的かつ計画的な公共施設等の管理を実現するため，公共施設等を所管する部署

間の調整を行い，全庁的な視点のもと意思決定できる横断的な組織体制を構築し，各

部署が保有する施設情報をデータベース化し，情報の一元化を図る。 

   また，公共施設等の施設管理担当者に対する技術研修等を必要に応じて行うものと

する。 
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 ⑽ フォローアップの実施方針 

   今後，本計画は，個別の施設類型ごとに策定された長寿命化計画などに基づくフォ

ローアップを実施し，適宜の見直しと内容の充実を図っていくものとする。 

   また，社会環境の大きな変化などによって，本計画の見直しが必要な場合には適宜

フォローアップを行うものとする。 

   公共施設等総合管理計画について，見直しを実施した場合は，ホームページ等で公

表し，市民への説明が必要な場合は必要に応じて説明を行う。 

   また，今後の財政状況や社会環境の変化があった場合にも同様に計画の見直しを行

うものとする。 

 

 ⑾ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

   「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」（平成２９年２月２０日ユニバーサルデ

ザイン・２０２０関係閣僚会議決定）を踏まえ，公共施設等の整備，改修にあたって

は，障がいの有無，年齢，性別，言語等にかかわらず多様な人々が利用しやすいユニ

バーサルデザインに配慮するほか，施設のバリアフリー化による利便性の向上に努め，

誰もが安全に利用できる施設を目指す。 

 

 ⑿ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

   次図による区分で財産分類を行い，公共施設の対応における分類を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ：個別計画・長寿命化計画等の検討】 

  所有目的や住民の需要等に対し，最適に達成している有効活用財産及び改善により

達成できる改善活用財産については，利活用を進めるため，施設の個別計画等の策定

を行い管理していく。 

 

 

NO 

施設の目的どおり利用されているか 

NO 

YES YESYES NO

実現可能な 
転用計画がある 

NO

所有目的や住民の需

要等を最適に達成し

ている財産。 

目的や利用度等個々の問

題はあるが，実現可能な

打開策が計画されてお

り，それを実行すること

により目的が十分に達成

できる財産。 

利用度が十分 
費用対効果有 

有効活用財産 改善活用財産 終期設定財産 処分財産

目的どおりに利用してい

るが，利用者が少ない等

問題がある財産。 

また，実現可能な打開策

の計画もなく，能力維持

に限界がある財産。 

A：個別計画・長寿命化計画等の検討 B: C:単純所有財産の処分

実現可能な打開策が計画 
または既に実行されている 

YES 
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【Ｂ：能力限界財産の見直し】 

  能力限界財産に区分された財産は，次表のとおり見直し方法を判断する。 

 
表 能力限界財産の見直しの型と内容 

型 内容 

民間譲渡型 
財産の目的を考慮した民間事業者を選定し，条件付一般競争入札

による売却を原則とし，予定価格は，不動産鑑定評価額とする。

統合型 
直ちに統合に関する計画を策定し実現する。統合により遊休化し

た施設は，施設の目的と必要性を再検討する。 

縮小型 
施設の使用部分を見直し，未使用の部分は，一部処分又は民間等

への賃貸を検討し遊休化を防ぐ。 

必要性検討型 施設の目的と必要性を再検討する。 

 

【Ｃ:単純所有財産の処分】 

単純所有財産の処分に区分された施設は，施設の目的と必要性を再検討する。 

 

表 単純所有財産の処分の型と内容 

型 内容 

通常売却型 

複数の購買者が見込まれるので，一般競争入札による売却を原則

とする。予定価格は，不動産鑑定評価額とする。なお，建物等があ

る場合は，建物付売却とする。 

特定売却型 
購買者が限定されるため，随意契約による売却とする。予定価格

は，不動産鑑定評価額とする。 

建物付売却型 
一般競争入札による売却を原則とする。予定価格は，不動産鑑定

評価額とする。 

復旧投資型 
復旧することに注力する。復旧後は単純財産処分の型と内容の表

に従って，型の見直しを行う。 

追加投資型 
費用対効果を十分検討した上で商品化し，通常売却型を参考に売

却する。 

中期保有型 障害解決に注力する。解決後は型の見直しを行う。 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 
 

公共施設で提供される行政サービスの項目や施設管理者である「所管（行政サービスを管

理する部署）」と，公共施設の形態から見た「利用（行政サービスの利用方法）」とに分類し，

以下に示す評価手順により，老朽化を含む「建物性能の状況（施設管理）」と「施設の利用度

（施設利用）」の２つの要素による評価を行い，各施設の管理の方向性を判断するための参考

的な資料として整理を行う。 
※ 本章の１～５については，本市の公共施設等のうち建物系公共施設のみに限定して簡易的な評価及び整備方

針等を記載している。 

 

１ 保有施設の再分類 

 

 ⑴ 施設の再分類とその必要性  

   公共施設の評価に当たり，施設全体を以下の２指標に分類する。 
 

[所管]：その施設で提供される行政サービスや人材などを管理する部局 

[利用]：その施設の利用形態・行政サービスから見た施設用途 

 

   上記に示す[所管]と[利用]は，階層的ではなく独立した分類とし，行政構造としての

「所管」に縛られた分類だけでなく，提供される行政サービスに応じた［利用］の視点か

らも施設を分類した施設マネジメントを検証する。 

   なお，[所管]は，「公用」「教育文化（文科省）」「福利厚生（厚労省）」「建設交通（国交

省）」「警察消防（総務省・法務省）」「その他省庁」「公営企業」の７つに分類する。 

   一方，[利用]については，「窓口サービス」「活動」「特定」「宿泊施設」「設備衛生」「倉

庫通路等」「未利用」の７つに分類する。 

   この２つの分類を縦横（[所管]×[利用]）の表組みにすると４９（７×７）分類が可能

になるため，階層的な分類を行わなくても詳細な分析が可能となる。 

   なお，[所管]と[利用]の分類基準と該当施設を次表に示す。 

 

 ◆「所管」の分類基準表 

No 分類 内容 施設例 

1 公用 庁舎等公用財産に当たる建物 庁舎等 

2 教育文化 文部科学省が管理する建物 学校建物・幼稚園・美術館・図書館等 

3 福利厚生 厚生労働省が管理する建物 保育園・職業訓練校・福祉施設等 

4 建設交通 国土交通省が管理する建物 公営住宅・駐輪場・防災倉庫等 

5 警察消防 総務省・法務省が管理する建物 消防署・消防団施設等 

6 その他省庁 上記以外の省庁が管理する建物 公園・体育館・集会所等 

7 公営企業 公営企業が利用している建物 浄水場，処理場等 
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 ◆「利用」の分類基準表 

No 分類 内容 施設例 

1 窓口サービス 主に個人で利用・サービスを受ける建物 庁舎・支所・出張所・図書館・観光施設等 

2 活動 主に運動・集会等の活動に用いる建物 集会所・青年館・公園・運動公園・体育館等

3 特定 利用者が特定されている建物 校舎・教室・保育園・学童保育所・管理棟等

4 宿泊施設 住宅・宿泊に用いる建物 公営住宅・キャンプ施設・宿泊施設等 

5 設備衛生 設備や衛生機器等が占めている建物 機械室・トイレ・ポンプ・給食室・検査室等

6 倉庫通路等 主に倉庫・通路などが上記以外の建物 倉庫・機材倉庫・駐車場・防災倉庫等 

7 未利用 基本的に利用されていない建物 未利用施設 

 

 ⑵ 再分類の活用方法 

   公共施設全体を[所管]×[利用]で分類し，その状況を把握することで，マネジメントの

対象にすべき施設を客観的に選定する。この手法により，同種の[利用]施設とも比較し，

管理する部局が異なる公共施設の集約化や相互利用などについての検討を行う。 

   また，個々の公共施設を[利用]面から見直すことで，民間施設の利用や民間企業への移

行を含めた施設量（延床面積）の縮減を検討する効果など，「供給」量を削減しつつ「品

質」を確保する具体的な手段を明確にする。 

   行政サービスと公共施設の関係を再確認し，本当に現状の公共施設の使い方で効果的

なのか，[所管]×[利用]による分類を用いた客観的な「見える化」を行うことで，個々の

公共施設を再評価する。 

   なお，公共施設の集約化・複合化の検討を行う場合，同じ[所管]に属する施設間で検討

を行うことは，機能面において補完関係にある場合も多く，また，別所管施設間で検討す

る場合に比べ，計画策定時の予算配分など効率的に実施できると考えられる。 

   また，[所管]に関わらず，機能が同じ施設間で集約化・複合化が実現すれば，より効率

的な施設マネジメントが可能となる。 

   特に利用者の立場から見ると，公共施設の[所管]の違いは重要ではない場合が多いこ

とから，[利用]の面から施設を集約化・複合化を検討することが求められている。 

   さらに，地理的に近い施設同士の集約化・複合化であれば，これまでの利用者に与える

影響は少ないと考えられる。よって，地域（エリア）内の施設間で集約化・複合化の検討

を進める。 
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 ⑶ 再分類から見た配置状況 

   本市が保有する施設を[所管]と[利用]による分類を用いた延床面積の配置状況を図に

示す。また，[所管]×[利用]の結果を表に示す。 

   「所管」別に見ると「教育文化」「その他省庁」「建設交通」の順に，「利用」別に見る

と「特定」「居住宿泊」「活動」の順に延床面積が多く占めている。 

   なお，一人当たりの延床面積が最も大きい「所管」×「利用」はおおよそ多くの自治体

の傾向と同様に「教育文化」×「特定」で，延床面積が３９,０７７.４０㎡（一人当たり

２.０３㎡)と全施設の約３０％を占めている。 

単位：㎡ 

利用 

所管 
活動 

宿泊 

施設 

設備 

衛生 

倉庫 

通路等 

窓口 

サ ー ビ ス
特定 未利用 合計 

公用 
  8,415.79   8,415.79

  0.44   0.44

警察消防 
  1,338.59  1,338.59

  0.07  0.07

建設交通 
 30,648.52   30,648.52

 1.59   1.59

教育文化 
539.36 1,703.22 1,485.00 1,026.21 39,077.40  43,831.19

0.03 0.09 0.08 0.05 2.03  2.28

福利厚生 
535.00  1,499.88 1,429.81  3,464.69

0.03  0.08 0.07  0.18

その他省庁 
17,421.99  497.60 4,826.81 8,363.59 2,419.65 33,529.64

0.90  0.03 0.25 0.43 0.13 1.74

公営企業 
    

    

合計 
18,496.35 32,351.74 1,485.00 497.60 15,768.69 50,209.39 2,419.65 121,228.42

0.96 1.68 0.08 0.03 0.82 2.60 0.13 6.30

上段：延床面積 下段：一人あたりの延床面積 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    図 所管別延床面積の割合          図 利用別延床面積の割合 
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２ 保有施設の簡易評価 

  適切な公共施設マネジメントに必要な整備方針や工事予算の検証などを行うためには，

対象とする公共施設の状態を的確に評価し，その結果をもって具体的なマネジメントを計

画することが求められる。 

  しかし，全ての施設評価を詳細かつ迅速に実施することは困難であることから，まずは，

簡易な施設情報をもとに何らかの不具合や問題がある可能性が高い施設を抽出し，優先的

に対応を検討する。 

  本計画では，収集した情報を用いて公共施設の簡易評価を行い，優先的にマネジメントす

べき施設や建物を抽出し，具体的にどのようなマネジメントを行うのか方向性を定める一

連の手順を採用する。また，施設・建物全体の評価とは別に，早急な対応が必要な施設につ

いても抽出する。 

 

 ⑴ 簡易評価手法 

   公共施設等には利用者である市民が適切かつ快適に利用できる機能や環境が求められ

るが，行政サービスの円滑かつ効率的な提供を実現するためには公共施設の管理者であ

る行政の立場から見ても，また，公共施設で働く行政職員にとっても適切かつ快適に利用

できる施設が求められる。 

   そのため，本計画では行政サービスの質の向上を行政の立場と市民の立場の両面から

実現するため，大きく「管理者視点」と「利用者視点」という２つの視点から評価を行う。 

   また，各視点には３つの評価軸と，評価軸ごとに１つ又は２つの評価指標からなる５つ

の評価項目があり，それぞれの評価項目について程度が良い方から順に「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」，

「Ｄ」の４段階と，情報不足や評価対象外を「－」とする全５段階の判定を行う。なお，

各項目に対する明確な基準がないため，「用途」別の平均を基準に評価を行う。このよう

に２視点１０項目による簡易評価を用いて公共施設の評価を行う。 

 

 ⑵ 「施設管理」からみた簡易評価 

   「管理者視点」は，管理者の立場から重要なマネジメントと考えられる「建物劣化度」

「建物管理度」「運用費用度」の３評価５項目から構成している。 

 

  ◆「建物劣化度（安全性）」 

躯
く

体の劣化状態から簡易的に安全性を評価するため，主に建物の工事履歴を基に「建

物劣化度」の評価を行う。「建物劣化度」は「建物性能」と「耐震性能」の２項目によ

り行う。「建物性能」は，基本的に築後年数と耐震性能の２項目を用いて式１のように

算出する。この値が１００％に近いほど，経年によって劣化が進んでいると推察され，

大規模な耐震改修や更新（建替え）の必要性が高い施設だと簡易的に判断できる。 
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式 1 建物劣化度の概算式（出典：前橋工科大学：堤洋樹） 

 

  また，耐震性能そのものについても，独立した評価項目とする。 

 

  ◆「建物管理度（健全性）」 

躯体を除く施設の管理状態から簡易的に健全性を評価するため，施設設備の劣化に視

点をおいた「建物管理度」により評価を行う。 

 

  ◆「運用費用度（経済性）」 

施設の運用状態のうち特に経費の面から簡易的に経済性を評価するため，主に建物の

ランニングコストを基に「運用費用度」の評価を行う。 

「運用費用度」は，「総コスト」と「運用費」の２項目によって評価を行う。 

 

 ⑶ 「施設利用」からみた簡易評価 

「施設利用」は，利用者が施設を利用する際の条件や利用状況を評価する「設備管理度」

「立地環境度」「施設活用度」の３評価５項目から構成している。 

 

  ◆「設備管理度（快適性）」 

施設の設備を中心とした管理状態から簡易的に快適性を評価するため，バリアフリー

設備の整備状況によって評価を行う。 

 

  ◆「立地環境度（有用性）」 

施設の立地や環境の状況から簡易的に利便性を評価するため，施設の立地環境が利用

しやすい場所にあるかどうかの「交通利便性」と，災害に対する危険性による「立地安

全性」の２項目によって評価を行う。 

 

  ◆「施設活用度（利便性）」 

施設の使い方や活動状況から簡易的に快適性を評価するため，主に施設の「利用度」

と「稼働率」の２項目によって評価を行う。 

 

 

 

建物劣化度(％) 
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３ 簡易評価を用いた整備方針 

  以上の手順により算定された１０項目・４段階の判別結果をもとに，公共施設マネジメン

トの方向性を示す４つの評価結果を示す。 

  １０項目の評価項目のうち，「Ａ」や「Ｂ」は大きな課題を抱えていないと考えられるた

め，必要に応じて適宜対応できれば全体の方向性に対する影響は少ないと考えられる。 

  一方で「Ｃ」や「Ｄ」は比較的大きな課題を抱えている施設の可能性があるため，再整備

の必要性や緊急性が高いと考えられる。 

  そこで，「施設管理」「施設利用」別に「Ｃ」と「Ｄ」の数を数え，ポートフォリオ（重要

な２つの指標の組合せから戦略のための分析をする手法）に落とし込み，今後のマネジメン

トの方向性を「維持保全」「利用検討」「更新検討」「要早急対応」の４つに分類した。図に

施設評価のポートフォリオを示す。 

  なお，「Ｄ」は「Ｃ」に比べてより大きな問題を抱えているため「Ｃ」の２つ分としてと

らえるものとする。 

  また，評価項目の重要度のレベルを勘案した重み付け係数を以下のとおりとする。 

 

施 設 管 理 施 設 利 用 

評 価 項 目 重み付け

係数 

評 価 項 目 重み付け

係数 評 価 軸 評 価 指 標 評 価 軸 評 価 指 標 

建物劣化度 

（安全性） 

建 物 性 能 ×２ 
設備管理度 

（快適性） 
バリアフリー ×１ 

耐 震 性 能 ×２ 

運用費用度 

（経済性） 

総 コ ス ト ×１ 
立地環境度 

（有用性） 

交通利便性 ×２ 

運 用 費 ×２ 立地安全性 ×1 

建物管理度 

（健全性） 
設備劣化度 ×１ 

施設活用度 

（利便性） 

利 用 度 ×２ 

稼 働 率 ×２ 
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  ◆「維持保全」 

今後１０年程度は，施設の機能を保持し修繕補修で管理していく施設 

 

  ◆「更新検討」 

「更新検討」とは施設の老朽化，経済性等の評価が低いが利用上必要な施設のため，

「大規模改修」，「建替」，「他施設への移転」及び「他の施設への統合等」により施設の

機能を維持しながらも総量縮減を検討する施設（建物の性能を改善する意味合いが大

きい。） 

 

  ◆「利用検討」 

施設自体の老朽化等は問題なく，利用目的を変えることで有効利用を図るか，他機能

を持ち込むことで他施設の総量縮減を検討する施設 

 

  ◆「要早急対応」 

利用者視点からも管理者視点からも評価が低く，計画第１期の今後１０年以内に用途

廃止も検討に含んだ上で何らかの対応が必要な施設 

 

なお，この整備方針は実施した時点の公共施設の状況を機械的に判断した結果であ

り，別に考慮する事象が存在する場合や，調査後に改修などが行われた場合は方針の変

更があり得る。 

そのため，整備方針の結果がそのまま各公共施設の具体的な方向性を決定するもので

はなく，今後の具体的な個別計画を策定する際に方向性を確認するために活用するも

のとする。 
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利用検討 要早急対応

維持保全 更新検討

施設状態は悪くないが，利用状況

は良くないと考えられるため，用
途変更や統廃合による有効利用を

検討すべき施設

利用者視点からも管理者視点から

も評価が高く，今後も保有すべき

施設として積極的に維持管理を行

う施設

利用者視点からも管理者視点から

も評価が低く，用途廃止を含む今
後の方向性を１０年以内に検討す

べき施設

利用状況は悪くないが，施設状態

は悪いと考えられるため，更新だ
けでなく，他施設との統廃合など

による総量縮減を検討すべき施設

利用者視点

管理者視点

低評価

低
評

価

図 施設の整備方向性を示すポートフォリオ
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４ 整備方針から見た配置状況 

  整備方針の結果の分布を取りまとめたものを図示する。 

  「維持保全」を除く施設については，今後の施設のあり方や再整備について優先的に検討

していくことが求められる可能性が高いと考えられるため，これらについては具体的な方

針を定めることが必要である。 

 

 

図 簡易評価結果のマトリックス 

 

※ 管理評価と利用評価の２つの指標に対する点数化を行った上で，以下の分類に区分した。 

分類 管理評価点 利用評価点 

用途廃止 点数評価は無視し，除却予定があるもの 

要早急対応 ＞5 ＞5 

更新検討 ＞5 ≦5 

利用検討 ≦5 ＞5 

維持保全 ≦5 ≦5 

 

※ 評価に当たり，データの上で以下の考慮を加えている。 

● 耐震補強工事に関する評価は以下の分類に調整した。 

➣1982 年以降の建築物：全て耐震補強は「不要」 

➣1981 年以前の建築物で耐震診断の結果，耐震補強が不要のものは「不要」 

➣1981 年以前の建築物で耐震診断の結果，耐震補強を行ったものは「実施済み」 

➣1981 年以前の建築物で耐震診断を未実施，又は耐震診断を行った結果， 

耐震補強が必要であるものの耐震補強を行っていないものは「未実施」 
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  計画策定時の簡易判定に基づいた，公共施設の現在の保有数量に整備方針ごとの割合を

以下に示す。維持保全となったものが５１.９％であり，更新検討が約２２.０％，要早急対

応が約９.１％，利用検討となったものが１３.２％，用途廃止が３.８％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 簡易評価の割合 
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表 簡易評価（現保有施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 建物名 評価 No 建物名 評価
1 阿久根市役所 更新検討 68 黒之浜住宅 更新検討
2 大川地区コミュニティー消防センター 維持保全 69 黒之浜住宅（一般住宅） 用途廃止
3 牛之浜コミュニティー消防センター 維持保全 70 寺山住宅 維持保全
4 大川分団尻無班詰所 更新検討 71 出塩迫住宅 用途廃止
5 西目分団西目班詰所 更新検討 72 春畑住宅 更新検討
6 西目分団佐潟班詰所 維持保全 73 上原住宅 維持保全
7 山下消防センター 維持保全 74 上松住宅 用途廃止
8 山下分団尾崎班詰所 更新検討 75 折口住宅 維持保全
9 山下分団弓木野班詰所 更新検討 76 仲仁田住宅（一般住宅） 維持保全

10 鶴川内分団鶴川内班詰所 維持保全 77 塚元住宅 用途廃止
11 鶴川内分団田代班詰所 維持保全 78 鶴見タウン 維持保全
12 桑原城消防センター 維持保全 79 鶴川内住宅 維持保全
13 赤瀬川分団詰所 維持保全 80 島迫住宅 用途廃止
14 中央分団消防センター 維持保全 81 鍋石住宅 用途廃止
15 折口コミュニティー消防センター 維持保全 82 平畑住宅 用途廃止
16 多田コミュニティー消防センター 更新検討 83 妙見住宅 用途廃止
17 三笠分団三笠班詰所 維持保全 84 栫住宅 用途廃止
18 三笠分団古里班詰所 更新検討 85 槝之浦住宅 用途廃止
19 三笠分団瀬之浦班詰所 更新検討 86 大川小学校 利用検討
20 三笠分団桐野班詰所 更新検討 87 西目小学校 利用検討
21 三笠分団黒之浜班詰所 維持保全 88 山下小学校 維持保全
22 三笠分団黒之瀬戸班詰所 維持保全 89 尾崎小学校 維持保全
23 旧職業安定所 更新検討 90 鶴川内小学校 維持保全
24 旧農業改良普及所 更新検討 91 田代小学校 利用検討
25 旧法務局阿久根出張所 更新検討 92 阿久根小学校 維持保全
26 旧尻無児童館 要早急対応 93 折多小学校 維持保全
27 旧牛之浜児童館 要早急対応 94 脇本小学校 維持保全
28 旧本之牟礼分校 要早急対応 95 旧大川中学校 要早急対応
29 旧阿久根市パン工場 用途廃止 96 鶴川内中学校 利用検討
30 阿久根市中央公民館鶴見分館 利用検討 97 阿久根中学校 維持保全
31 阿久根市葬斎場（佛石の里） 維持保全 98 三笠中学校 維持保全
32 大川出張所 要早急対応 99 大川小学校校長住宅 要早急対応
33 三笠支所 維持保全 100 大川小学校教頭住宅 維持保全
34 阿久根市国民健康保険大川診療所 利用検討 101 西目小学校校長住宅 更新検討
35 阿久根市子ども発達支援センターこじか 維持保全 102 西目小学校教頭住宅 維持保全
36 脇本保育所 維持保全 103 山下小学校校長住宅 要早急対応
37 旧大川保育所 用途廃止 104 山下小学校教頭住宅 維持保全
38 中央児童館 更新検討 105 尾崎小学校校長住宅 維持保全
39 鶴川内児童館 更新検討 106 尾崎小学校教頭住宅 更新検討
40 みなみ保育園 維持保全 107 鶴川内小学校校長住宅 更新検討
41 阿久根市保健センター 維持保全 108 鶴川内小学校教頭住宅 更新検討
42 折多地区集会施設 維持保全 109 田代小学校校長住宅 更新検討
43 西目地区集会施設 更新検討 110 田代小学校教頭住宅 維持保全
44 阿久根市農林業振興センター 利用検討 111 阿久根小学校校長住宅 維持保全
45 阿久根市農村環境改善センター 利用検討 112 阿久根小学校教頭住宅 維持保全
46 活魚槽施設 要早急対応 113 折多小学校校長住宅 維持保全
47 阿久根市栽培漁業センター 要早急対応 114 折多小学校教頭住宅 利用検討
48 阿久根市水産振興センター 要早急対応 115 脇本小学校校長住宅 維持保全
49 古里地区集会施設 要早急対応 116 脇本小学校教頭住宅 更新検討
50 鶴川内地区集会施設 要早急対応 117 鶴川内中学校校長住宅 維持保全
51 阿久根市山村開発センター 要早急対応 118 鶴川内中学校教頭住宅 更新検討
52 阿久根大島公園 更新検討 119 阿久根中学校校長住宅 維持保全
53 阿久根大島行渡船場 維持保全 120 阿久根中学校教頭住宅 維持保全
54 阿久根駅自転車等駐輪場 維持保全 121 三笠中学校校長住宅 維持保全
55 道の駅「阿久根」物産館 維持保全 122 三笠中学校教頭住宅 維持保全
56 にぎわい交流館阿久根駅 維持保全 123 教育委員会指導主事住宅 維持保全
57 番所丘公園 維持保全 124 阿久根市立図書館 更新検討
58 ふれあい住宅 維持保全 125 阿久根市郷土資料館 更新検討
59 猿の出住宅 用途廃止 126 阿久根市青年の家 要早急対応
60 下木場住宅 用途廃止 127 大川地区公民館 更新検討
61 間処住宅 用途廃止 128 脇本地区公民館 利用検討
62 丸尾住宅 用途廃止 129 脇本地区公民館隼人分館 要早急対応
63 牛之浜住宅 更新検討 130 阿久根総合運動公園 更新検討
64 桑原城住宅 用途廃止 131 阿久根市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 維持保全
65 戸柱住宅 用途廃止 132 阿久根市学校給食センター 維持保全
66 江月鼻住宅 用途廃止 133 市民交流センター 維持保全
67 高松住宅 用途廃止 134 寺島宗則記念館 維持保全
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５ 施設類型ごとの整備方針 

  施設類型ごとの整備方針を以下に示す。 

 

 ⑴ 行政系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡) 
建築年 備考 

1 阿久根市役所 4 ＲＣ 6,877.39 1978   

2 大川地区コミュニティー消防センター 1 Ｓ 94.40 1990   

3 牛之浜コミュニティー消防センター 1 Ｓ 53.29 1990   

4 大川分団尻無班詰所 1 ＲＣ 49.20 1978   

5 西目分団西目班詰所 1 ＲＣ 52.70 1978   

6 西目分団佐潟班詰所 1 ＲＣ 45.60 1986   

7 山下消防センター 1 Ｓ 54.85 2000   

8 山下分団尾崎班詰所 1 その他 49.10 1972   

9 山下分団弓木野班詰所 1 その他 42.20 1979   

10 鶴川内分団鶴川内班詰所 1 Ｓ 45.81 1981   

11 鶴川内分団田代班詰所 1 Ｓ 69.50 1989   

12 桑原城消防センター 1 Ｓ 51.15 2000   

13 赤瀬川分団詰所 1 ＲＣ 60.30 1990   

14 中央分団消防センター 1 Ｓ 177.85 1998   

15 折口コミュニティー消防センター 1 Ｓ 53.29 1993   

16 多田コミュニティー消防センター 1 Ｓ 49.45 1995   

17 三笠分団三笠班詰所 1 ＲＣ 92.80 1982   

18 三笠分団古里班詰所 1 ＲＣ 42.40 1980   

19 三笠分団瀬之浦班詰所 1 その他 44.00 1978   

20 三笠分団桐野班詰所 1 ＲＣ 53.90 1973   

21 三笠分団黒之浜班詰所 1 ＲＣ 87.00 1983   

22 三笠分団黒之瀬戸班詰所 1 その他 69.80 1991   

23 大川出張所 1 ＲＣ 331.20 1979 公共施設等個別施設計画

24 三笠支所 1 ＲＣ 1,207.20 1982 公共施設等個別施設計画

 

   市役所庁舎は，多くの市民が利用し，災害時には拠点となる重要な施設である。長寿命

化を図るとともに，更新又は大規模改修を検討する。 

   大川出張所・三笠支所は，策定した公共施設等個別施設計画に沿って長寿命化を図る。 

   消防関連施設は，災害時対応の重要な施設である。現時点において，比較的健全な状態

にある施設については，計画的な予防保全型管理による長寿命化を図り，建設年が古いも

のについては，状態監視保全型管理を行いながら，更新や移転を含めた検討を行う。 

 

 ⑵ 社会教育系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡) 
建築年  備考 

1 阿久根市立図書館 1 ＲＣ 489.94 1964 公共施設等個別施設計画

2 阿久根市郷土資料館 1 ＲＣ 265.22 1984 公共施設等個別施設計画

3 寺島宗則記念館 1 Ｗ 271.05 2020   

 

   図書館は，既に耐用年数を超過し，郷土資料館も築３０年超と古い施設である。策定し

た公共施設等個別施設計画に沿った建物性能の改善や，他施設との統合・複合化等の検討

を行う。 

   寺島宗則記念館は，計画的な予防保全型管理による長寿命化を図る。 
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 ⑶ 保健・福祉施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡) 
建築年  備考 

1 阿久根市子ども発達支援センターこじか 1 Ｗ 499.05 2016   

2 阿久根市保健センター 1 ＲＣ 696.45 1982 公共施設等個別施設計画

 
   子ども発達支援センターこじかは，計画的な予防保全管理による長寿命化を図る。 

   保健センターは，築４０年を経過するが，各種検診等の保健活動の利用者数においても

大幅な変動はないところである。策定した公共施設等個別施設計画により，計画的な予防

保全型管理による長寿命化を図る。 

 
 ⑷ 市民文化系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 阿久根市中央公民館鶴見分館 1 ＲＣ 1,348.55 1982 公共施設等個別施設計画

2 折多地区集会施設 1 Ｗ 404.00 2014   

3 西目地区集会施設 1 Ｓ 730.56 1994   

4 古里地区集会施設 1 Ｓ 160.00 1982   

5 鶴川内地区集会施設 1 Ｗ 299.54 1984   

6 阿久根市山村開発センター 1 Ｗ 200.64 1985   

7 阿久根市青年の家 1 その他 535.00 1984 公共施設等個別施設計画

8 大川地区公民館 1 ＲＣ 331.20 1979 公共施設等個別施設計画

9 脇本地区公民館 1 ＲＣ 1,207.20 1982 公共施設等個別施設計画

10 脇本地区公民館隼人分館 1 その他 1,404.25 1981 公共施設等個別施設計画

11 市民交流センター 1 ＲＣ 3,229.14 2018   

 

   中央公民館鶴見分館（旧施設名：働く女性の家）は，使用者の範囲の見直しなどを行っ

たところである。策定した公共施設等個別施設計画により，計画的な予防保全型管理によ

る長寿命化を図る。 

   折多地区集会施設は，計画的な予防保全型管理による長寿命化を図る。 

   折多地区集会施設を除く集会施設等は，耐用年数を超過した施設が多い状況である。地

域による自主的・主体的な管理運営を促し，地域コミュニティ組織への譲渡も検討する。 

   山村開発センターは，耐用年数を超過し，老朽化している状況である。施設の目的の整

理を行い，行政サービスの中での位置付けを定めた上で，近隣にある施設との統廃合や複

合化を含めた検討を行う。 

   青年の家・大川地区公民館・脇本地区公民館・脇本地区公民館隼人分館は，策定した個

別施設計画により，施設の安全な運用を図る。 

   市民交流センターは，計画的な予防保全管理による長寿命化を図る。 
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 ⑸ 学校教育系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 大川小学校 7 ＲＣ 3,197.00 1966 

学校施設等長寿命化計画

2 西目小学校 4 ＲＣ 2,003.00 1967 

3 山下小学校 3 ＲＣ 1,927.40 1986 

4 尾崎小学校 3 ＲＣ 1,399.00 1979 

5 鶴川内小学校 3 ＲＣ 1,348.00 1969 

6 田代小学校 3 ＲＣ 1,122.00 1981 

7 阿久根小学校 7 ＲＣ 6,571.00 1973 

8 折多小学校 4 ＲＣ 2,600.00 1983 

9 脇本小学校 5 ＲＣ 3,431.00 1966 

10 鶴川内中学校 4 ＲＣ 2,043.00 1977 

11 阿久根中学校 9 ＲＣ 6,365.00 1961 

12 三笠中学校 7 ＲＣ 4,594.00 1964 

13 阿久根市学校給食センター 3 Ｓ 1,485.00 2001 公共施設等個別施設計画

 

   学校施設は，耐震診断が必要な建物の耐震補強は完了しているが，耐用年数超え，又は

あと数年で耐用年数を迎える建物がある。古い施設は，安全性や機能面の不足，維持管理

費，運用費等の課題があるため，策定した長寿命化計画などにより，計画的な予防保全型

管理による長寿命化を図る。 

   学校給食センターは，将来的な児童生徒数に応じた適正な施設規模を見通した上で，サ

ービス全体の供給体制を含めた検討を行うとともに，策定した公共施設等個別施設計画

に沿って長寿命化を図る。 

 

 ⑹ 子育て支援施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 脇本保育所 1 ＲＣ 540.50 1983 公共施設等個別施設計画

2 中央児童館 1 ＲＣ 341.02 1968 公共施設等個別施設計画

3 鶴川内児童館 1 Ｗ 198.34 1965   

4 みなみ保育園 1 Ｗ 735.00 1998   

 

   脇本保育所・中央児童館・鶴川内児童館は，放課後児童クラブ等として活用されてい

る。策定した個別施設計画に沿って維持管理を図りながら，他施設への移転・複合化等の

検討も行う。 

   みなみ保育園は，計画的な予防保全型管理による長寿命化を図る。 
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 ⑺ 公営住宅 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 ふれあい住宅 16 ＲＣ 5,747.95 1992 

公営住宅等長寿命化計画

2 猿の出住宅 15 ＣＢ 927.90 1956 

3 下木場住宅 8 ＣＢ 1,072.18 1970 

4 間処住宅 3 ＣＢ 258.06 1954 

5 丸尾住宅 6 Ｗ 174.90 1958 

6 牛之浜住宅 2 ＣＢ 378.44 1965 

7 桑原城住宅 3 Ｗ 97.35 1952 

8 戸柱住宅 1 ＣＢ 124.20 1965 

9 江月鼻住宅 1 Ｗ 28.88 1957 

10 高松住宅 6 Ｗ 359.70 1947 

11 黒之浜住宅 4 ＣＢ 646.08 1970 

12 黒之浜住宅（一般住宅） 2 Ｗ 63.10 1996 

13 寺山住宅 19 ＲＣ 10,500.62 2001 

14 出塩迫住宅 6 ＣＢ 204.62 1953 

15 春畑住宅 21 ＣＢ 4,284.33 1972 

16 上原住宅 3 ＲＣ 836.39 1984 

17 上松住宅 4 Ｗ 122.10 1957 

18 折口住宅 8 ＲＣ 1,037.16 1983 

19 仲仁田住宅（一般住宅） 2 Ｗ 132.48 2004 

20 塚元住宅 2 Ｗ 56.10 1960 

21 鶴見タウン 8 ＲＣ 2,618.32 1990 

22 鶴川内住宅 2 ＲＣ 264.33 1987 

23 島迫住宅 5 Ｗ 146.85 1960 

24 鍋石住宅 1 Ｗ 28.88 1957 

25 平畑住宅 4 Ｗ 130.35 1956 

26 妙見住宅 1 ＣＢ 124.20 1965 

27 栫住宅 1 Ｗ 34.65 1958 

28 槝之浦住宅 2 ＣＢ 248.40 1965 

 

   公営住宅は，全２８施設のうち，比較的新しい施設は，ふれあい住宅・寺山住宅・鶴

見タウン・鶴川内住宅の４施設である。耐用年数を超過した施設が多く，全体的に老朽

化が進んでいる状況である。策定した長寿命化計画に基づく計画的な予防保全型管理に

よる長寿命化を図りながら，公営住宅の必要量など既存住宅全体の方針を検討する。 

 

 ⑻ スポーツ・レクリエーション系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 阿久根大島公園 4 Ｗ 1,356.11 1993   

2 阿久根総合運動公園 7 ＲＣ 9,727.00 1972 公共施設等個別施設計画

3 阿久根市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 1 ＲＣ 199.98 1982 公共施設等個別施設計画

 

   阿久根大島公園は，観光施設としての設置目的や特性，利用状況などを勘案し，施設の

更新等を検討する。 

   総合運動公園にある各スポーツ施設及びＢ＆Ｇ海洋センター艇庫は，策定した個別施

設計画に沿って維持管理を図りつつ，広域的な施設の相互利用等を含め，施設のあり方の

検討を行う。 
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 ⑼ 公園施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 番所丘公園 2 Ｗ 321.00 2014   

 

   番所丘公園にある施設のうちゴーカート管理棟は，耐用年数を超えているが，利用度稼

働率を含め比較的健全な状況にある。また，事務所管理棟は平成２６年度に建築された建

物で，利用度・稼働率を含め健全な状況であり，計画的な予防保全型管理による長寿命化

を図る。 

 

 ⑽ 産業系施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 阿久根市農林業振興センター 8 ＲＣ 3,749.99 1989 公共施設等個別施設計画

2 阿久根市農村環境改善センター 2 ＲＣ 983.18 1991 公共施設等個別施設計画

3 活魚槽施設 1 Ｓ 141.62 2000   

4 阿久根市栽培漁業センター 8 Ｓ 2,779.56 1986   

5 阿久根市水産振興センター 1 ＲＣ 650.22 1977 公共施設等個別施設計画

6 道の駅「阿久根」物産館 1 Ｗ 208.81 1995   

7 にぎわい交流館阿久根駅 1 Ｗ 467.59 2014   

 

   農林業振興センター・農村環境改善センターは，策定した個別施設計画に沿って維持保

全を図る。 

   活魚層施設・栽培漁業センター・水産振興センターは，設備の劣化やコスト面での課題

が顕在化している。策定した個別施設計画などに基づく維持保全を図る。 

   道の駅阿久根・にぎわい交流館は，計画的な予防保全型管理による長寿命化を検討す

る。 

   産業系施設は，各施設の位置付けを改めて整理し，施設ごとの必要性の重要度を設定し

た上で，その重要度に応じた施策の検討を行う。 

 

 ⑾ 医療施設 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 阿久根市国民健康保険大川診療所 3 ＲＣ 304.38 1994 公共施設等個別施設計画

 

   大川診療所は地域医療を支える重要な施設である。策定した個別施設計画に基づく予

防保全型管理による長寿命化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 ⑿ その他 

 

NO 施設名 棟数 構造 
延床面積

(㎡） 
建築年 備考 

1 旧職業安定所 1 ＲＣ 402.16 1971   

2 旧農業改良普及所 2 Ｓ 755.30 1977   

3 旧法務局阿久根出張所 2 ＲＣ 424.12 1977   

4 旧尻無児童館 1 ＲＣ 158.40 1963   

5 旧牛之浜児童館 1 Ｗ 185.00 1972   

6 旧本之牟礼分校 2 ＣＢ 251.00 1958   

7 旧阿久根市パン工場 1 Ｗ 243.67 1992   

8 阿久根市葬斎場（佛石の里） 1 ＲＣ 921.27 1996 葬斎場個別施設計画 

9 旧大川保育所 1 Ｗ 154.31 1961   

10 阿久根大島行渡船場 1 Ｓ 132.58 2000   

11 阿久根駅自転車等駐輪場  1 Ｓ 156.00 2004   

12 旧大川中学校 5 ＲＣ 2,477.00 1975   

13 大川小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1984   

14 大川小学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2002   

15 西目小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1984   

16 西目小学校教頭住宅 1 Ｗ 81.17 1998   

17 山下小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1980   

18 山下小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.11 1981   

19 尾崎小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1982   

20 尾崎小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1985   

21 鶴川内小学校校長住宅 1 Ｗ 60.12 1981   

22 鶴川内小学校教頭住宅 1 Ｗ 74.92 1990   

23 田代小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1980   

24 田代小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1986   

25 阿久根小学校校長住宅 1 Ｗ 73.97 1988   

26 阿久根小学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2001   

27 折多小学校校長住宅 1 Ｗ 60.40 1981   

28 折多小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.40 1981   

29 脇本小学校校長住宅 1 Ｗ 75.00 1990   

30 脇本小学校教頭住宅 2 Ｗ 72.39 1982   

31 鶴川内中学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1982   

32 鶴川内中学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1987   

33 阿久根中学校校長住宅 1 Ｗ 73.97 1988   

34 阿久根中学校教頭住宅 1 Ｗ 82.77 1999   

35 三笠中学校校長住宅 1 Ｗ 75.00 1987   

36 三笠中学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2003   

37 教育委員会指導主事住宅 1 ＲＣ 63.94 1999   

 

   未利用の施設は，その多くが民間等に貸付けしている状況にあるが，老朽化の度合いが

高くなっている。利用目的を精査し，今後の活用が見込まれる施設は，民間への移譲を検

討し，活用が難しい場合は，用途廃止を検討し，総量縮減を図る。 

   葬斎場は，策定した個別施設計画により，施設の長寿命化を図る。 

   渡船場・駐輪場は，計画的な予防保全型管理による長寿命化を図る。 

   旧大川中学校は，維持管理を図りつつ，利活用に向けた検討を行う。 

   教員住宅は，指導主事住宅を除いて木造であり，老朽化の度合いが高くなっている。必

要性が高く，かつ，老朽化の度合いが高い施設を優先的に更新の検討を行う。 
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６ インフラ系施設の類型別方針 

  インフラ系施設の課題と基本的な方針を以下に示す。基本的な方針には，品質とコストに

ついて記述する。 

 

 ⑴ 道路 

現状及び課題等 基本的な方針 

◆ 損傷が発生してから対

応する「事後保全型管理

（対症療法的な管理）」

の状況である。 

● 「事後保全型管理」から適切な時期に修繕を行う「予

防保全型管理」への転換を図る。 

● 舗装修繕計画を策定し，その内容に沿った計画的な維

持管理を行う。 

 

【品質方針】 

● 主要な道路及び道路付属施設等については，国土交通

省が定めた点検実施要領に基づいて，５年ごとに定期

的な点検を実施する。 

● 主要道路以外の生活道路については，日常のパトロー

ルにより点検を実施する。 

 

【コスト方針】 

● 舗装修繕計画において，維持管理の優先順位を定め，

財政状況を見極めながら予防保全型管理を行うこと

で，維持管理コストの平準化や低減を目指す。 

 

 ⑵ 橋りょう 

現状及び課題等 基本的な方針 

◆ 「橋梁長寿命化修繕計

画」を策定している。 

● 「事後保全型管理」から適切な時期に修繕を行う。「予

防保全型管理」への転換を図る。 

● 長寿命化修繕計画に沿って計画的な管理を行う。橋梁

長寿命化修繕計画については，１０年ごとの定期的な

見直しとともに，環境の大きな変化があった場合は，適

宜見直しを行い，ＰＤＣＡサイクルを循環していくも

のとする。 

 

【品質方針】 

● 橋梁長寿命化修繕計画に示す５年毎の定期点検に加

え，日常的なパトロール点検，通行者からの異常の報

告，日常点検，並びにマニュアルに基づいた概略点検に

より，橋りょうの損傷を早期に発見するとともに健全

度を把握する。 
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現状及び課題等 基本的な方針 

 ● 日常的な維持管理においては，安全で円滑な交通の確

保，第三者被害の防止を図るとともに損傷要因の早期

除去を目的として，清掃，維持管理作業をこまめに行

い，軽微な損傷に対して応急的な対策を行う。 

 

【コスト方針】 

● 計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り，

橋りょうの寿命を１００年間供用することを目標と

し，修繕及び架替えに要するコストの縮減を目指す。

 
 ⑶ 河川，港湾，漁港，防火水槽 

現状及び課題等 基本的な方針 

◆ 損傷が発生してから対

応する「事後保全型管理

（対症療法的な管理）」

の状況である。 

● 「事後保全型管理」から適切な時期に修繕を行う「予防

保全型管理」への転換を図る。 

 

【品質方針】 

● 日常的なパトロール点検により，インフラ施設の損傷

や機能低下などを早期に発見する。 

 

【コスト方針】 

● 計画的かつ予防的な修繕対策へと転換を図り，長寿命

化や維持管理に要するコストの縮減を目指す。 

 

 ⑷ 水道施設 

現状及び課題等 基本的な方針 

◆ 上水道は，ライフライン

として常に利用できる

環境を整えるとともに

災害にも備える必要性

がある。 

●新水道ビジョン基本計画及びアセットマネジメントに

基づき施設の耐震化や料金改定等，計画的な施設の維持

管理に努める。 

 

【品質方針】 

●日常的に定期的な点検・調査を実施，安心・安全な水道

水を安定して供給できるように努める。 

 

【コスト方針】 

●計画的かつ予防的な修繕対策へと転換を図り，長寿命化

や維持管理に要するコストの縮減を目指す。 
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資料１ 阿久根市における建物系公共施設一覧 
 
●施設情報については，公有財産台帳等より把握している。 

●１施設に複数建物がある場合，建物の構造，建築年については代表建物の年度を表示している。 

 

 ⑴ 行政系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 1 行政系施設 阿久根市役所 4 ＲＣ 6,877.39 1978 

2 2 行政系施設 大川地区コミュニティー消防センター 1 Ｓ 94.40 1990 

3 3 行政系施設 牛之浜コミュニティー消防センター 1 Ｓ 53.29 1990 

4 4 行政系施設 大川分団尻無班詰所 1 ＲＣ 49.20 1978 

5 5 行政系施設 西目分団西目班詰所 1 ＲＣ 52.70 1978 

6 6 行政系施設 西目分団佐潟班詰所 1 ＲＣ 45.60 1986 

7 7 行政系施設 山下消防センター 1 Ｓ 54.85 2000 

8 8 行政系施設 山下分団尾崎班詰所 1 その他 49.10 1972 

9 9 行政系施設 山下分団弓木野班詰所 1 その他 42.20 1979 

10 10 行政系施設 鶴川内分団鶴川内班詰所 1 Ｓ 45.81 1981 

11 11 行政系施設 鶴川内分団田代班詰所 1 Ｓ 69.50 1989 

12 12 行政系施設 桑原城消防センター 1 Ｓ 51.15 2000 

13 13 行政系施設 赤瀬川分団詰所 1 ＲＣ 60.30 1990 

14 14 行政系施設 中央分団消防センター 1 Ｓ 177.85 1998 

15 15 行政系施設 折口コミュニティー消防センター 1 Ｓ 53.29 1993 

16 16 行政系施設 多田コミュニティー消防センター 1 Ｓ 49.45 1995 

17 17 行政系施設 三笠分団三笠班詰所 1 ＲＣ 92.80 1982 

18 18 行政系施設 三笠分団古里班詰所 1 ＲＣ 42.40 1980 

19 19 行政系施設 三笠分団瀬之浦班詰所 1 その他 44.00 1978 

20 20 行政系施設 三笠分団桐野班詰所 1 ＲＣ 53.90 1973 

21 21 行政系施設 三笠分団黒之浜班詰所 1 ＲＣ 87.00 1983 

22 22 行政系施設 三笠分団黒之瀬戸班詰所 1 その他 69.80 1991 

23 33 行政系施設 大川出張所 1 ＲＣ 331.20 1979 

24 34 行政系施設 三笠支所 1 ＲＣ 1,207.20 1982 

 

 ⑵ 社会教育系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 132 社会教育系施設 阿久根市立図書館 1 ＲＣ 489.94 1964 

2 133 社会教育系施設 阿久根市郷土資料館 1 ＲＣ 265.22 1984 

3 142 社会教育系施設 寺島宗則記念館 1 Ｗ 271.05 2020 

 

 ⑶ 保健・福祉施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 37 保健・福祉施設 阿久根市子ども発達支援センターこじか 1 Ｗ 499.00 2016 

2 43 保健・福祉施設 阿久根市保健センター 1 ＲＣ 696.45 1982 
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 ⑷ 市民文化系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 31 市民文化系施設 阿久根市中央公民館鶴見分館 1 ＲＣ 1,348.55 1982 

2 44 市民文化系施設 折多地区集会施設 1 Ｗ 404.00 2014 

3 45 市民文化系施設 西目地区集会施設 1 Ｓ 730.56 1994 

4 51 市民文化系施設 古里地区集会施設 1 Ｓ 160.00 1982 

5 52 市民文化系施設 鶴川内地区集会施設 1 Ｗ 299.54 1984 

6 53 市民文化系施設 阿久根市山村開発センター 1 Ｗ 200.64 1985 

7 134 市民文化系施設 阿久根市青年の家 1 その他 535.00 1984 

8 135 市民文化系施設 大川地区公民館 1 ＲＣ 331.20 1979 

9 136 市民文化系施設 脇本地区公民館 1 ＲＣ 1,207.20 1982 

10 137 市民文化系施設 脇本地区公民館隼人分館 1 その他 1,404.25 1981 

11 141 市民文化系施設 市民交流センター 1 ＲＣ 3,229.14 2018 

 

 ⑸ 学校教育系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 92 学校教育系施設 大川小学校 7 ＲＣ 3,197.00 1966 

2 93 学校教育系施設 西目小学校 4 ＲＣ 2,003.00 1967 

3 94 学校教育系施設 山下小学校 3 ＲＣ 1,927.40 1986 

4 95 学校教育系施設 尾崎小学校 3 ＲＣ 1,399.00 1979 

5 96 学校教育系施設 鶴川内小学校 3 ＲＣ 1,348.00 1969 

6 97 学校教育系施設 田代小学校 3 ＲＣ 1,122.00 1981 

7 98 学校教育系施設 阿久根小学校 7 ＲＣ 6,571.00 1973 

8 99 学校教育系施設 折多小学校 4 ＲＣ 2,600.00 1983 

9 100 学校教育系施設 脇本小学校 5 ＲＣ 3,431.00 1966 

10 102 学校教育系施設 鶴川内中学校 4 ＲＣ 2,043.00 1977 

11 103 学校教育系施設 阿久根中学校 9 ＲＣ 6,365.00 1961 

12 104 学校教育系施設 三笠中学校 7 ＲＣ 4,594.00 1964 

13 140 学校教育系施設 阿久根市学校給食センター 3 Ｓ 1,485.00 2001 

 

 ⑹ 子育て支援施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 38 子育て支援施設 脇本保育所 1 ＲＣ 540.50 1983 

2 40 子育て支援施設 中央児童館 1 ＲＣ 341.02 1968 

3 41 子育て支援施設 鶴川内児童館 1 Ｗ 198.34 1965 

4 42 子育て支援施設 みなみ保育園 1 Ｗ 735.00 1998 

 

 ⑺ 公営住宅 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 60 公営住宅 ふれあい住宅 16 ＲＣ 5,747.95 1992 

2 61 公営住宅 猿の出住宅 15 ＣＢ 927.90 1956 

3 62 公営住宅 下木場住宅 8 ＣＢ 1,072.18 1970 

4 63 公営住宅 間処住宅 3 ＣＢ 258.06 1954 

5 64 公営住宅 丸尾住宅 6 Ｗ 174.90 1958 

6 65 公営住宅 牛之浜住宅 2 ＣＢ 378.44 1965 

7 66 公営住宅 桑原城住宅 3 Ｗ 97.35 1952 

8 67 公営住宅 戸柱住宅 1 ＣＢ 124.20 1965 

9 68 公営住宅 江月鼻住宅 1 Ｗ 28.88 1957 
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№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

10 69 公営住宅 高松住宅 6 Ｗ 359.70 1947 

11 71 公営住宅 黒之浜住宅 4 ＣＢ 646.08 1970 

12 72 公営住宅 黒之浜住宅（一般住宅） 2 Ｗ 63.10 1996 

13 73 公営住宅 寺山住宅 19 ＲＣ 10,500.62 2001 

14 74 公営住宅 出塩迫住宅 6 ＣＢ 204.62 1953 

15 75 公営住宅 春畑住宅 21 ＣＢ 4,284.33 1972 

16 76 公営住宅 上原住宅 3 ＲＣ 836.39 1984 

17 77 公営住宅 上松住宅 4 Ｗ 122.10 1957 

18 78 公営住宅 折口住宅 8 ＲＣ 1,037.16 1983 

19 80 公営住宅 仲仁田住宅（一般住宅） 2 Ｗ 132.48 2004 

20 81 公営住宅 塚元住宅 2 Ｗ 56.10 1960 

21 82 公営住宅 鶴見タウン 8 ＲＣ 2,618.32 1990 

22 83 公営住宅 鶴川内住宅 2 ＲＣ 264.33 1987 

23 84 公営住宅 島迫住宅 5 Ｗ 146.85 1960 

24 86 公営住宅 鍋石住宅 1 Ｗ 28.88 1957 

25 88 公営住宅 平畑住宅 4 Ｗ 130.35 1956 

26 89 公営住宅 妙見住宅 1 ＣＢ 124.20 1965 

27 90 公営住宅 栫住宅 1 Ｗ 34.65 1958 

28 91 公営住宅 槝之浦住宅 2 ＣＢ 248.40 1965 

 

 ⑻ スポーツ・レクリエーション系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 54 スポーツ・レクリエーション系施設 阿久根大島公園 4 Ｗ 1,356.11 1993 

2 138 スポーツ・レクリエーション系施設 阿久根総合運動公園 7 ＲＣ 9,727.00 1972 

3 139 スポーツ・レクリエーション系施設 阿久根市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 1 ＲＣ 199.98 1982 

 

 ⑼ 公園施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 59 公園 番所丘公園 2 Ｗ 321.00 2014 

 
 ⑽ 産業系施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 46 産業系施設 阿久根市農林業振興センター 8 ＲＣ 3,749.99 1989 

2 47 産業系施設 阿久根市農村環境改善センター 2 ＲＣ 983.18 1991 

3 48 産業系施設 活魚槽施設 1 Ｓ 141.62 2000 

4 49 産業系施設 阿久根市栽培漁業センター 8 Ｓ 2,779.56 1986 

5 50 産業系施設 阿久根市水産振興センター 1 ＲＣ 650.22 1977 

6 57 産業系施設 道の駅「阿久根」物産館 1 Ｗ 208.81 1995 

7 58 産業系施設 にぎわい交流館阿久根駅 1 Ｗ 467.59 2014 

 

 ⑾ 医療施設 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 35 医療施設 阿久根市国民健康保険大川診療所 3 ＲＣ 304.38 1994 
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 ⑿ その他 

№ 地図番号 施設類型 施設名 建物棟数 構造 延床面積 建築年

1 23 その他 旧職業安定所 1 ＲＣ 402.16 1971 

2 24 その他 旧農業改良普及所 2 Ｓ 755.30 1977 

3 25 その他 旧法務局阿久根出張所 2 ＲＣ 424.12 1977 

4 26 その他 旧尻無児童館 1 ＲＣ 158.40 1963 

5 27 その他 旧牛之浜児童館 1 Ｗ 185.00 1972 

6 28 その他 旧本之牟礼分校 2 ＣＢ 251.00 1958 

7 29 その他 旧阿久根市パン工場 1 Ｗ 243.67 1992 

8 32 その他 阿久根市葬斎場（佛石の里） 1 ＲＣ 921.27 1996 

9 39 その他 旧大川保育所 1 Ｗ 154.31 1961 

10 55 その他 阿久根大島行渡船場 1 Ｓ 132.58 2000 

11 56 その他 阿久根駅自転車等駐輪場 1 Ｓ 156.00 2004 

12 101 その他 旧大川中学校 5 ＲＣ 2,477.00 1975 

13 105 その他 大川小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1984 

14 106 その他 大川小学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2002 

15 107 その他 西目小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1984 

16 108 その他 西目小学校教頭住宅 1 Ｗ 81.17 1998 

17 109 その他 山下小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1980 

18 110 その他 山下小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.11 1981 

19 111 その他 尾崎小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1982 

20 112 その他 尾崎小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1985 

21 113 その他 鶴川内小学校校長住宅 1 Ｗ 60.12 1981 

22 114 その他 鶴川内小学校教頭住宅 1 Ｗ 74.92 1990 

23 115 その他 田代小学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1980 

24 116 その他 田代小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1986 

25 117 その他 阿久根小学校校長住宅 1 Ｗ 73.97 1988 

26 118 その他 阿久根小学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2001 

27 119 その他 折多小学校校長住宅 1 Ｗ 60.40 1981 

28 120 その他 折多小学校教頭住宅 1 Ｗ 60.40 1981 

29 121 その他 脇本小学校校長住宅 1 Ｗ 75.00 1990 

30 122 その他 脇本小学校教頭住宅 2 Ｗ 72.39 1982 

31 124 その他 鶴川内中学校校長住宅 1 Ｗ 60.01 1982 

32 125 その他 鶴川内中学校教頭住宅 1 Ｗ 60.01 1987 

33 126 その他 阿久根中学校校長住宅 1 Ｗ 73.97 1988 

34 127 その他 阿久根中学校教頭住宅 1 Ｗ 82.77 1999 

35 128 その他 三笠中学校校長住宅 1 Ｗ 75.00 1987 

36 129 その他 三笠中学校教頭住宅 1 Ｗ 82.99 2003 

37 130 その他 教育委員会指導主事住宅 1 ＲＣ 63.94 1999 
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資料２ 阿久根市の建物系公共施設配置状況（地区別） 
１ 脇本地区 

  消防詰所，学校，集会所，公営住宅など２５施設が立地している。 
 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

17 三笠分団三笠班詰所 38 脇本保育所 

18 三笠分団古里班詰所 68 江月鼻住宅 

19 三笠分団瀬之浦班詰所 71 黒之浜住宅 

20 三笠分団桐野班詰所 72 黒之浜住宅（一般住宅） 

21 三笠分団黒之浜班詰所 76 上原住宅 

22 三笠分団黒之瀬戸班詰所 84 島迫住宅 

34 三笠支所 88 平畑住宅 

51 古里地区集会施設 91 槝之浦住宅 

136 脇本地区公民館 121 脇本小学校校長住宅 

137 脇本地区公民館隼人分館 122 脇本小学校教頭住宅 

100 脇本小学校 128 三笠中学校校長住宅 

104 三笠中学校 129 三笠中学校教頭住宅 

141 寺島宗則記念館  
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２ 折多地区 

  消防詰所，学校，集会施設など９施設が立地している。 

 
表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

15 折口コミュニティー消防センター 86 鍋石住宅 

16 多田コミュニティー消防センター 99 折多小学校 

37 阿久根市子ども発達支援センターこじか 119 折多小学校校長住宅 

44 折多地区集会施設 120 折多小学校教頭住宅 

78 折口住宅 

 

 
図 建物系公共施設配置状況 
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３ 市街地・赤瀬川地区 

  市庁舎，保健センター，にぎわい交流館阿久根駅，学校，公園，市営住宅，総合運動公園

など４６施設が立地している。 
 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 № 施設名 

1 阿久根市役所 56 阿久根駅自転車等駐輪場 98 阿久根小学校 

13 赤瀬川分団詰所 58 にぎわい交流館阿久根駅 103 阿久根中学校 

14 中央分団消防センター 59 番所丘公園 117 阿久根小学校校長住宅 

23 旧職業安定所 60 ふれあい住宅 118 阿久根小学校教頭住宅 

24 旧農業改良普及所 61 猿の出住宅 126 阿久根中学校校長住宅 

25 旧法務局阿久根出張所 62 下木場住宅 127 阿久根中学校教頭住宅 

29 旧阿久根市パン工場 63 間処住宅 130 教育委員会指導主事住宅 

31 阿久根市中央公民館鶴見分館 64 丸尾住宅 132 阿久根市立図書館 

40 中央児童館 67 戸柱住宅 133 阿久根市郷土資料館 

43 阿久根市保健センター 69 高松住宅 134 阿久根市青年の家 

46 阿久根市農林業振興センター 73 寺山住宅 138 阿久根総合運動公園 

47 阿久根市農村環境改善センター 74 出塩迫住宅 139 阿久根市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫

48 活魚槽施設 77 上松住宅 140 阿久根市学校給食センター 

50 阿久根市水産振興センター 81 塚元住宅 142 市民交流センター 

54 阿久根大島公園 82 鶴見タウン 
 

55 阿久根大島行渡船場 89 妙見住宅 
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４ 鶴川内地区 

  消防詰所，学校，市営住宅，集会施設など１８施設が立地している。 
 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

10 鶴川内分団鶴川内班詰所 96 鶴川内小学校 

11 鶴川内分団田代班詰所 97 田代小学校 

12 桑原城消防センター 102 鶴川内中学校 

41 鶴川内児童館 113 鶴川内小学校校長住宅 

52 鶴川内地区集会施設 114 鶴川内小学校教頭住宅 

53 阿久根市山村開発センター 115 田代小学校校長住宅 

66 桑原城住宅 116 田代小学校教頭住宅 

83 鶴川内住宅 124 鶴川内中学校校長住宅 

90 栫住宅 125 鶴川内中学校教頭住宅 

 

 
図 建物系公共施設配置状況 
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５ 山下地区 

  消防詰所，学校施設など９施設が立地している。 
 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

7 山下消防センター 109 山下小学校校長住宅 

8 山下分団尾崎班詰所 110 山下小学校教頭住宅 

9 山下分団弓木野班詰所 111 尾崎小学校校長住宅 

94 山下小学校 112 尾崎小学校教頭住宅 

95 尾崎小学校 

 

 
図 建物系公共施設配置状況 
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６ 西目地区 

  消防詰所，学校，集会施設，保育園など１０施設が立地している。 
 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

5 西目分団西目班詰所 45 西目地区集会施設 

6 西目分団佐潟班詰所 75 春畑住宅 

28 旧本之牟礼分校 93 西目小学校 

32 阿久根市葬斎場（佛石の里） 107 西目小学校校長住宅 

42 みなみ保育園 108 西目小学校教頭住宅 

 

 
図 建物系公共施設配置状況 
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７ 大川地区 

  消防詰所，診療所，物産館など１７施設が立地している。 

 

表 建物系公共施設一覧 

№ 施設名 № 施設名 

2 大川地区コミュニティー消防センター 57 道の駅「阿久根」物産館 

3 牛之浜コミュニティー消防センター 65 牛之浜住宅 

4 大川分団尻無班詰所 80 仲仁田住宅（一般住宅） 

26 旧尻無児童館 92 大川小学校 

27 旧牛之浜児童館 101 旧大川中学校 

33 大川出張所 105 大川小学校校長住宅 

35 阿久根市国民健康保険大川診療所 106 大川小学校教頭住宅 

39 旧大川保育所 135 大川地区公民館 

49 阿久根市栽培漁業センター 

 

 
図 建物系公共施設配置状況 
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資料３ 阿久根市の公共施設等に関する住民意識調査結果 
 
１ 調査の目的 

  本市では，これまでの間市民の生活に根ざした道路，橋りょう，集会施設，学校などの公

共施設等の整備を進めてきた。しかし，その多くが建設後３０年以上経過しており，将来に

わたって集中的に大規模な修繕等を行う必要性が高まってくることが予想される。一方で，

少子高齢化に伴う税収の減少，社会保障費の増大が見込まれており，これら公共施設等の更

新費用に要する財源の確保が喫緊の課題となりつつある。 

  これらの課題に対応し，市民の皆様に安全・安心な行政サービスを提供していくため，本

市の公共施設に関する率直な意見を伺い，その内容を今後の取組の参考とさせていただく

ために本調査を実施した。 

 

２ 調査の実施状況 

  実施状況については，以下のとおりである。 

 

実 施 時 期 平成 28 年 11 月 18 日～12 月 2 日 

対 象 者 阿久根市にお住まいの満 18 歳以上の方 2,000 名 

抽 出 方 法 無作為抽出 

調 査 方 法 郵送による配付，回収 

発送者総数 2,000 名 

回答者総数 848 名 

回 収 率 41.2％ 
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３ 調査結果 

 ⑴ 回答者の属性 

   男女比は女性が５６％と多く，年代別では回答者が多い順に７０歳代，６０歳代となっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 男女比（問１） 図 年代別（問２） 

 

 

⑵ 回答者の居住地域 ⑶ 子ども（18 歳未満）の有無について 

  回答者の居住地域については，市街地・

赤瀬川地区に居住されている方が約４

０％で最も多く，次に脇本地区，折多地区

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 回答者の居住地域 

  １８歳未満のこどもがいないと答えた

方が約８割である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １８歳未満の子どもの有無 

 

男性, 

43.6%

女性, 

56.4%

10歳代, 

1.5%
20歳代, 

5.9% 30歳代, 

7.9%

40歳代, 

10.9%

50歳代, 

16.4%

60歳代, 

21.6%

70歳代以

上, 35.7%

脇本地区, 

25.8%

折多地区, 

9.6%
市街地・赤瀬川地区, 

40.3%

鶴川内地区, 

4.4%

山下地区, 

4.9%

西目地区, 

6.4% 大川地区, 

8.6%
いる

20.4%

いない

79.6%
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４ 建物系公共施設の利用頻度について（問５） 

 

 ⑴ 利用の頻度 

   建物系公共施設の利用頻度については，全体では「利用しなかった」が約６３％で最も

多く，次いで「年数回程度」が２９％となっている。 

 

  Ａ 全体  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｂ 施設別 

 

   

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった

3.0%

5.4%

29.0%

62.6%

週１回以上

月１～３回

年数回程度

利用しなかった
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  Ｃ 地域別 

 

   ① 脇本地区 

 

 

   ② 折多地区 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった
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   ③ 市街地・赤瀬川地区 

 

 

   ④ 鶴川内地区 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった
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   ⑤ 山下地区 

 
 

   ⑥ 西目地区 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった
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   ⑦ 大川地区 

    
 

 ⑵ 利用しなかった理由（問６） 

   公共施設を利用しなかった理由については，市全体でも地域別でも「利用する必要や機

会がない」が最も多かった。 

 

＜全 体＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民文化系施設

社会教育系施設

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

保健福祉施設

子育て支援施設

観光施設

公園

行政系施設

週１回以上 月１～３回 年数回程度 利用しなかった

74.6%

7.9%

7.5%

1.7%
2.5%

1.2% 2.6%
2.0%

利用する必要・機会がない。

場所が不便なため，行きづらい。

施設のサービス内容を知らない。

施設の利用料，使用料などが高い。

開館時間があわず，利用しづらい。

施設が古いので，利用しない。

他自治体等の施設を利用している。

類似した民間施設を利用している。
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〈地域別〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

脇本地区

折多地区

市街地・赤瀬川地区

鶴川内地区

山下地区

西目地区

大川地区

利用する必要・機会がない。 場所が不便なため，行きづらい。

施設のサービス内容を知らない。 施設の利用料，使用料などが高い。

開館時間があわず，利用しづらい。 施設が古いので，利用しない。

他自治体等の施設を利用している。 類似した民間施設を利用している。
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５ 現在の公共施設を取り巻く状況について 

 ⑴ 全国において，公共施設等の老朽化対策に必要な財源を確保することが厳しい状況に

ついて（問７） 

    

 

 

 ⑵ 阿久根市においても，公共施設等の老朽化対策に必要な財源を確保することが厳しい

状況になっていることへの認識について（問８） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

知っていた

45.6% 

なんとなく聞いたことがある

37.0% 

知らない

17.4% 

知っていた

47.7% 

なんとなく聞いたことがある

31.0% 

知らない

21.3% 
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６ 将来の建物系公共施設のあり方について 

 ⑴ 維持管理を財政運営と一体的に進める取組について（問９） 

   維持管理を財政運営と一体的に進める取組については，賛成が約６割，分からないが約

３割となっている。 

    
 ⑵ 今後の公共施設の運営や維持管理について（問１０） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛成

61.0%

反対

4.2%

分からない

34.8%

84.7 

93.2 

83.9 

67.6 

88.9 

88.7 

83.0 

80.6 

15.3 

6.8 

16.1 

32.4 

11.1 

11.3 

17.0 

19.4 

0% 50% 100%

実施すべきである 実施すべきでない

１ 利用状況や老朽化の度合いを考慮し，統廃合を行い，

総量を減らす。 

２ 利用状況が良くない施設については，施設の用途を

見直して有効活用する。 

３ 施設の一部や土地を貸付又は売却することにより 

収入を得る。 

４ 施設の維持管理に充てる財源を確保するため，施設

の利用料等の見直しを行う。 

５ 施設管理の有効化を図るため，利用状況に応じて開

館時間等の見直しを行う。 

６ 可能なものについては，補助などの行政サービスで

代替する。 

７ 施設の維持管理や更新に民間の技術や資金等を活用

する。 

８ 耐震補強，改修等を行い，今ある施設をできるだけ

長く使用できるようにする。 
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 ⑶ 重点的に見直す施設について（問１１） 

   重点的に見直す施設については，「利用者が少ない施設」が約７割と最も多く，次いで

「建物や設備の老朽化が進んでいる施設」が約５割，「維持管理費が高い施設」と「一部

の個人や団体にしか使用されていない施設」がそれぞれ約４割となっている。 

  

 
 

 ⑷ 優先的に維持・充実していくべき施設について（問１２） 

   優先的に維持・充実していくべき施設については，医療施設，市民文化系施設がそれぞ

れ約４割，次いで「保健・福祉施設」，「学校教育系施設」がそれぞれ約３割となっている。 

   

 

 

 

 

69.6%

52.9%

42.5%

42.5%

39.9%

31.1%

1.3%

0 20 40 60 80

利用者が少ない施設

建物や設備の老朽化が進んでいる施設

維持管理費が高い施設

一部の個人や団体にしか使用されていない施設

他の施設とサービス内容が重複している施設

交通の便が悪い場所にある施設

その他

42.5% 

40.7% 

34.4% 

34.0% 

30.2% 

28.0% 

15.6% 

15.1% 

13.9% 

13.4% 

11.9% 

3.1% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

医療施設

市民文化系施設

保健・福祉施設

学校教育系施設

子育て支援施設

スポーツ・レクリエーション施設

産業系施設

社会教育系施設

行政系施設

公営住宅

公園

その他



 
 

 


